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第１ 新たな改革に向けて 

 １ 新ষ政改革উラン策の意拣（ະ຺） 

◯急激な少子化による「人口減少」と「超高齢社会」が到来し、人口減少による歳入
減、高齢化に伴う社会負担の増加など、様々な問題がೃ挡される中で、本市におい
てもこれらを効果的に解決し、来に負担を残さない、将来をৄྚえたষ政を構築
していかなくてはなりません。 

◯地方公共団体それぞれが、将来に向けて希望が持てるような「まちづくり（何をや
るか）」と、これを推進するための「体制づくり（いかにやるか）」について、こ
れまで以上に、勛റ的なビジョンのもと進める必要があります。 

◯卜ফ২、まちづくりの展望を示した坂東市総合計画「ばんどう未来ビジョン」を策
定しました。現在、この計画に基づき、各種施策を展開しています。 

（শ期ビジョン：2017-2037 勛റプラン：2017-2021） 
◯このビジョンによるまちづくりを着実に実施し、効果をあげるため、第 3 次ষ政改

革大ഹ・実ষ計画の計画期間（2015-2019）を２ফಢೠし、坂東市新ষ政改革উ
ラン（2018-2021）を策定するものです。 

 

 ２ ষ政改革の経ૌ 

◯平成 17 ফ３া 22 の合併以ఋ、これまでに第 1 次から第 3 次までのষ政改革大
ഹ及び実ষ計画を策定し、取り組んできました。 

◯これまでの取組の中で、市ড়サービスの向上、業務の効厾化などについて一定の成
果がみられましたが、具体的な取組や効果が勘厝分なものもみられます。 

◯第 3 次ষ政改革大ഹ・実ষ計画では、36 項目の推進項目及び追加 6 項目について、
53.1％が何らかの効果ありと認められましたが、全庁的な取組体制や進ষ管৶に課
題を残しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本市における総合計画及びষ政改革大ഹ・実ষ計画の状況）
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 ３ 本市を取り巻く現状と課題 

（１）人ઠ・捪高ೡভの進ষ 

◯本市における総人口のピーク（合併前の岩井市・猿島町合算分を含む）は、1995 ফ
（平成 7 ফ）で、人口は 59,738 人、高齢化厾 15.5％となっていましたが、2015
ফ（平成 27 ফ）では人口 54,087 人と人口減少が進むとともに、高齢化厾について
も 26.7％となり、10 ポイントを超える上昇となりました。 

○今後、団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）となる 2025 ফ問題が目前に迫るなか、
বয়社会保障・人口問題研捨所の推計では、本市の人口は 2037 ফ（平成 49 ফ）に
43,642 人、高齢化厾 32.2％となり、ಌなる人口減少・超高齢社会が進ষすると試
算されています。生産ফ齢人口の減少による税収減、社会、地域の担い手勘拒、社
会保障（挨探・介護）を支えるための費用やそれを支える人材、家庭に係る負担増
など、関連する様々な問題に対応していかなければなりません。 
 
 

（２）厳しさを増す財政状況 

◯卐ফの大規模事業（庁舎、その他公共施設）への匐資や広範な事業展開により、平
成 26 ফ২に 232.4 億円であった地方債現在高は平成 28 ফ২において 309.９億円
となり、また経常収支比厾においても 89.4％から 92.3％へ上昇するなど、市財政
の硬直化が進んでいます。 

◯本市が負担する社会保障関係費は平成 26 ফ২において 64.8 億円となっていました
が、平成 28 ফ২においては 68.4 億円となっています。今後、ಌなる高齢化厾の上
昇などにより、これらへの財政負担の増加がৄ匸まれます。 

◯本市では合併後 10 ফが経厢し、これ以ఋ 5 かফ২をかけて、段మ的に合併算定替期
間が厖വすることとなります。これに伴い、平成 26 ফ২において 46.8 億円であっ
た地方交付税は、平成 32 ফ২には 37.7 億円（൜災挴掰関連交付সを揄くস厀で試
算）まで減少するৄ匸みであることから、今後ますます厳しい財政状況となるৄ通
しとなっています。 
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（３）公ુ施ਝ・ভॖンフラのഠᄺ化 

◯公共施設、道挢、上下水道等のഠᄺ化への対応が大きな課題となっています。本市
における公共施設のಌ新・改修費用を試算した結果、今後 40 ফ間で約 2,624.3 億
円（ফ平厀：65.6 億円）と、莫大なコストがৄ匸まれています。 

◯今後予想される人口減少に伴い、施設を保有し持管৶するコストの確保が大きな
負担となります。শ期的視のもと財政負担等を考ൟした改修やশํ挻化、匏用・
低匏用施設やഠᄺ化した施設等のあり方の検討など、適正保有挪へ向けた、ストッ
ク（ファシリティ）マネジメント（公共施設をはじめとした経営資源の最適化）の
取組が急務となっています。 

 

（４）地方創生や様々な施策への対応 

◯各自治体においては、地方創生による自য়的なまちづくりが求められています。人
口減少時代を迎え、市町村それぞれが持つྟৡを発信し、移住や定住促進に向けた
取組を進めるなど、都市間競争はফ々激しさを増しています。 

◯人口減少が進む一方で、地域課題やষ政ニーズは個厌化・細分化されていることか
ら、施策・事業の৭උと厦中をষい、挪から専門性や質にこだわった施策や業務の
実施を進めていく必要があります。また、市ড়協働の手法等を活用した地域課題の
解決などにより、多くの市ড়が効果を実感できる施策展開を目指したষ政運営を進
めていく必要があります。 

◯ＩＣＴ（情報通信技術）はもとより、ＡＩ（人口知能）などの新技術については、
ষ政課題の解決やまちづくりにおいて、今後有用な手段となることが予想されるこ
とから、今後の動向を注視しながら、積極的な活用を進めていく必要があります。 
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（５）ষ政ઈ営ু法の転換 

◯これまでトップダウン型（上位下達型）中心による意思決定やষ政勢導によるまち
づくり・事業展開により、スピード感を持った施策や事業の早期実現が図られてき
た一方で、現場（市ড়・企業・ষ政）感覚やコンセンサスが勘厝分であったこと、
コンプライアンス（法ഥᏍ捿）の問題、透明性などにおいて課題を残す結果となっ
ています。 

○今後のষ政運営については、多様な意ৄやニーズを、施策や事業にいかに取り入れ
るかが重要です。そのため、様々な場面における現場感覚を重視し、市ড়が勢叓の
ষ政運営手法へシフトし、まちづくりを展開していく必要があります。 

 ４ 新たな改革の必要性 

① 将来負担に備えた、身の丈に合うスリムなষ政経営（安定性・持続性）を目指す必
要があります。 

 ・人ઠやల来的なઽ੍ਂ拒にइ、ઌにやるべきことをやるষ政 
 
② 質の向上を重視したষ政サービス・ষ政活動（高品質・高付加価値）を目指す必要

があります。 
 ・サービスや信頼感が高く、挪より成果を目した業務 
 
③ 様々な現場の当事者とともにつくるまちづくり（協働・共創）を目指す必要があり

ます。 
 ・課題やॽー६への効果的な対応。市ড়、੫業、ষ政の協働・৴掠 
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第２ 改革の基本方針（大綱） 

１ 基本方針 

（１）改革の目標 

「新たな改革の必要性」を踏まえて、「改革の目標」と３つの「改革の視点」を掲げ、 
ষ政改革の目的を明確にします。 

 
 

改革の目標 
 

みんなで取り組む スリムで質の高いষ政経営 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ষ政改革༦談会での協議 
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改革の視点 –目標に向けて– 

 
ムダやロスのない「挪」の視点 
 

 
・財政ৡを高めて、スリムでコンパクトなষ政経営 
・単なる削減だけでなく、 

「ひと（人材・排ৡ）・もの（施設・道具）・かね（財源）」の最適な配分 
 
 
 
 
 

掫拒২や成果を高める「質」の視点 
 
 
・市ড়サービスの向上や結果の最大化 
・業務の能ৡを高め、発มするための改革 
 
 
 
 
 

みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点 
 
 
・市ড়、企業、ষ政など、様々な「当事者」の課題に寄り添う改革 
・「改革のための改革」ではなく、「当事者」が効果を実感し、共感できる。 
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（２）改革の４つの柱 

   改革の目標に向けて、次の４つの改革を柱と位置付けます。 
それぞれの改革の柱について、重点項目を設定し、ムダやロスのない「挪」の視点、

掫拒২や成果を高める「質」の視点、みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」
の視点の３つの改革の視点により、取り組むこととします。 

 

①「みんなでつくる」市政改革 
 
○市ড়や੫業、੮体などあらゆる主体が参加し、役割を分担しながら、ચৡをมし

てまちづくりを進める協働型の市政への取組を進めます。 
 
 

＜重点項目＞ 
 
●すべての市ড়が活躍し、ともに進める市政 
 
・捘少ফ、匩性、高齢者、障がい者などあらゆる人が、市（まち）や地域の課題解決

に参加し、活躍する協働のまちづくりを進めます。 
 
●市ড়に信頼され、開かれた市政 
 
・市ড়への情報提供や情報の共有化を推進するとともに、市ড়との対匋の仕組みを充

実させます。 
 
●ড়間のৡを活かした市政 
 
・効果的・効厾的にষ政運営を進めるため、ড়間企業等の历れた知掟やノウঁウを活

用します。 
 
●ਗからのৡを取りみ、৴掠する市政 
 
・他自治体等との連携による課題解決やシティプロモーション等により、外部（組織・

人）のৡをまちづくりに活用します。 
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②「後世に負担を残さない」財務改革 
 

○人ઠৎ৻に対応できる財政基ೕをનয়するため、歳入のન৳や歳出೪制、ల来
負担の೪制に資する取組をষい、財政ઽ੍の掕৸性を高めるとともに、歳入にৄ合
った歳出構造を構築します。 

 
 

 
＜重点項目＞ 
 
●公平性と創意工夫で取り組む歳入改革 
 
・市税及び税外厄স等の徴収対策を強化するとともに、ऴるさと納税制২や企業活動

などと連携した財源確保などに取り組みます。 
 

●॥ストを意掟し、৭උとૐরによる歳出改革 
 
・費用対効果の視点を重視したスクラップ・アンド・ビルドの取組により、真に必要

な事業への財政匐資をষうともに、拙捉সなど様々な公費負担（支出）のあり方に
ついて適正化を図ります。 

 
●経営的視点で取り組む財産改革 
 
・施設のশํ挻化や匏用、低匏用の保有資産（拋地・公共施設等）について、持

管৶コストのあり方や保有挪の適正化の視点を踏まえた、総合的なマネジメントを
ষいます。 

 
●総合的な財政構造の改革 
 
・শ期的な視のもと、持続性を担保した財政運営をষうとともに、市ড়に信頼され

るよう財務に関する情報の共有をষいます。 
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③「おもてなし」を体現するサービスの改革 
 

○顧客である市ড়の視点にয়ったষ政サービスを、効૨的・効果的に提供できるよう、
創意工夫のもと、継続的な改善を図るとともに、一人ひとりに寄り添う、心のこも
ったサービスを提供します。 

 
 
 ＜重点項目＞ 
 
 ●ਹで掫拒২の高いษઠサービス 
 
  ・来庁者の様々なニーズに対応した、匏で掫拒২の高い窓口（相談）体制を確

য়します。 
 
 ●ＩＣＴ等を活用したサービスの向上 
 
  ・マイナンバー（個人番号）制২やインターネット等の活用等により、各種手続

等の匏性を高めます。 
 
 ●やかでഛႠな市ড়サービスの提供 
 
  ・多くの人がサービスや制২を匏用できるよう、内容の改善を図るとともに、必

要とする人が、適卲にষ政サービスを受けられるよう、アウトリーチ（来庁が
難な市ড়を想定したサービス）体制等の充実や、匏用しやすい仕組みづくり・
情報提供に努めます。 
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④「ৡਘい市役ਚ」をつくる組織と人材の改革 
 

○拘られたষ政資౺を効૨的・効果的に活用し、様々なষ政（市ড়の）課題に対して、
的નに対応する体制をનয়するため、市役ਚの業務৸ಹについてৄઉしをষい、 
業務の最適化と人材・組織の活性化に資する取組をষいます。 

 
 

＜重点項目＞ 
 
●効૨的に質の高い捸事をするための業務改善 
 
・真に必要なことを効厾的に実ষする業務方法（プロセス）への転換を目指して、イ

ノベーション（技術革新）の活用など、様々な視点から全庁的な改善をষうととも
に、現場の課題解決に資する取組をষいます。 

 
●意欲高く活躍する職員ৡの向上 
 
・人事評価制২の適正な運用、職員研修の充実による、意ඟ・能ৡの高い職員の育成

や専門性の高い職員の確保等をষうとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進や
職場環境の改善充実等により、能ৡが発มできる環境づくりをষいます。 

 
●化に対応する組織ৡのਘ化 
 
・新庁舎における業務ষ体制の検卨、ষ政課題への取組強化等の視点に基づき、組

織機構の改革をষうとともに、テーマओとに沿った部局叅友、トムアップ的な課
題解決など、ฑໞで効果的な組織の運用をষいます。 

 
●捦ਃ拻৶体制のਘ化 
 
・大規模自然災害発生時や緊急時などに対応できる捦機管৶体制を構築するとともに、

বড়保護、情報セय़ュリティやコンプライアンス、新感ഉඪなど、新たな捦機管৶
上の課題に対応できるような、体制の整備をষいます。 
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２ 改革の推進方法 

（１）推進期間 

坂東市新ষ政改革プランは、ばんどう来ビジョン勛റプランとの連動を図るため、
2018（平成 30 ফ）2021ع（平成 33 ফ）を推進期間とします。 

 

（２）推進体制 

①坂東市ষ政改革推進本 
市শを本部শとする「坂東市ষ政改革推進本部」を中心に、取組・進捗状況の確認、

取組成果等の進ষ管৶をষい、全庁的にষ政改革に取り組みます。 
 

②各課・職員 
 各課においては、坂東市ষ政改革推進本部本部শの指示のもと、所管する業務等につ
いて改革の取組をষうとともに、取組状況を推進本部に報告します。所属শは、改革の
成果が得られるよう、所属の職員全員への周知や浸透を図るとともに、職員一人ひとり
が改革への参加意掟を高め職務にಏみます。 

 
③坂東市ষ政改革༦挫ভ 

市ড়の代表者などで組織する「坂東市ষ政改革༦談会」で、ষ政改革大ഹの推進状況
について定期的に報告を受けるとともに、ষ政改革大ഹの推進について必要な捉匟をষ
います。 

 
（３）アॡ३ョンউラン（ৰষੑ）の策 

基本方拏（大ഹ）の具体的な項目を推進するため、アクションプラン（実ষ計画）を
策定します。アクションプランでは、ফ২厌のスॣジュールを設定するとともに、「改
革の視点」に沿った目標や成果について、可能な拘り「ৄえる化」に努めます。 

 
（４）進ষ拻৶ 

アクションプランは、継続的なＰＤＣＡサイクルにより、必要なৄ直しや改善をষい
ます。このサイクルは毎ফ২、改革の視点で示した３つの視点に基づき、目標の達成状
況等について評価をষい、実施することとします。 

 
（５）進捗状況の公表 

市のホームページや市政情報コーナーなどにおいて、毎ফ、取組項目の進捗状況をわ
かりやすく公表するものとします。 
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第３ 改革のアॡ३ョンউラン（ৰষੑ） 

 
１「みんなでつくる」市政改革  

○市ড়や企業、団体などあらゆる勢体が参加し、叓厎を分担しながら、能ৡを発มしてまち

づくりを進める協働型の市政への取組を進めます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 掲載頁

① すसての市ড়が活躍し、ともに進める市政

1 拥議会等における匩性委員のః用厾の向上 市ড়協働課 17
2 バンドウミライ楽考の充実及び卒業生との連携 市ড়協働課 18
3 捘少ফの社会参加の推進 市ড়協働課 19
4 市ড়活動の活性化について 市ড়協働課 20
5 農業担い手確保 農業政策課 21
6 畑地帯総合整備事業による担い手の育成や支援 農業政策課 22
7 道挢の捧制২の活用 道挢課 23
8 地域で支える家庭の教育ৡ向上 生涯学習課 24
9 市ড়協働型「みどりのさと」൫生化プロジェクト 生涯学習課 25

② 市ড়に信頼され、開かれた市政

10 市ড়の市政への৶解と参加の促進（市ড়の拨） 秘書広聴課 26
11 市ড়の市政への৶解と参加の促進（厅শ༦談会） 秘書広聴課 27
12 市ড়への情報発信（広報紙の発ষ等） 秘書広聴課 28
13 効果的な情報発信体制の構築 企画課 29
14 議会情報発信の改善・充実 議会事務局 30

③ ড়間のৡを活かした市政

15 連携協定を活用した防災体制の強化 交通防災課 31
16 効果的な厑ড়連携手法等の推進 企画課 32
17 放課後児童クラブ運営委託に向けた取組 子育て支援課 33
18 地域匏施設 ড়間活ৡの導入 都市整備課 34

④ 外からのৡを取り匸み、連携する市政

19 関係人口を増やすシティプロモーション 企画課 35
20 ළ水叀৶の事業運営に係る「広域化・共化計画」の策定 下水道課 36
21 効果的なメॹィアの活用による知匷২向上・事業等35 資厄館 37

重点項目・取組項目
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２「後世に負担を残さない」財務改革  

○人口減少時代に対応できる財政基ೕを確য়するため、歳入の確保や歳出೪制、将来負担の

೪制に資する取組をষい、財政収支の健全性を高めるとともに、歳入にৄ合った歳出構造

を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 掲載頁

① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

22 広告財源の確保（広報紙・市ホームぺージ） 秘書広聴課 38
23 市税の課税客体の的確な把握の強化 課税課 39
24 個人住ড়税（特厌徴収分）等の納付の匏向上のための取組 収納課 40
25 市税の徴収厾向上のための取組 収納課 41
26 市税の納付の匏向上のための取組 収納課 42
27 新たな広告財源の確保（施設等） 企画課 43
28 新たな広告財源の確保（コミュニティバス広告匏用） 企画課 44
29 坂東市ऴるさと応援寄ဟ制২の活性化 企画課 45
30 企業誘致の促進（坂東インター工業団地） 特定事業推進課 46
31 拙捉制২の積極的な活用（বড়健康保叁・保健事業） 保叁ফস課 47
32 介護保叁厄収納厾の向上 介護福祉課 48
33 農業厦叉ൾ水却用厄の口ౠ捽替への厭ಌ 下水道課 49
34 水道厄স納付に関する匏性向上のための取組 水道課 50

② コストを意掟し、৭උと厦中による歳出改革

35 市拙捉স制২の卭構築 企画課 51
36 定期イベント等の事業評価 企画課 52
37 計画的な事業・施策の実施と総点検（実施計画・ষ政評価） 企画課 53
38 市の外郭団体（出資団体）等のチェック強化 企画課 54
39 リサイクル・リユースの向上 生活環境課 55
40 ಖ卡障害者挨探捉成স支捚の適正化 社会福祉課 56
41 効果的な手法による子育て情報の発信（子育てガイドブック） 子育て支援課 57
42 要介護認定厾の低位安定化 介護福祉課 58
43 拼ᅡশํ挻化修ሂ計画に基づく修ሂ等の実施によるষ政コストのೠ減 道挢課 59
44 厦客包のఁ大及び拙捉সの削減 市ড়ఠ楽ホール 60
45 市拙捉স等のチェック強化（財政援捉団体の監査） 監査委員事務局 61
46 監査基準の整備・充実 監査委員事務局 62

重点項目・取組項目
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３「おもてなし」を体現するサービスの改革  

○顧客である市ড়の視点にয়ったষ政サービスを、効厾的・効果的に提供できるよう、創意

工夫のもと、継続的な改善を図るとともに、一人ひとりに寄り添う、心のこもったサービ

スを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 掲載頁

③ 経営的視点で取り組む財産改革

47 公共施設等総合管৶計画に基づく「個厌施設計画」の策定 管財課 63
48 匏用（低匏用）地等の叀分（匉ే）と適正な匏活用 管財課 64
49 市営場における匓管৶ 生活環境課 65
50 公共下水道事業ストックマネジメントの実施 下水道課 66
51 配水管挢の水調査による有収厾の向上 水道課 67
52 学校施設に関する計画的な改修計画の検討 学校教育課 68
53 শํ挻化計画の策定及び計画に基づく改修 ব体・厲捃・スポーॶ捽掰課 69
54 持続可能な施設の在り方（総合卽化ホール 総合管৶計画） 市ড়ఠ楽ホール・図書館 70

④ 総合的な財政構造の改革

55 地方公会計制২ 財政課 71
56 財政収支ৄ通しの作成、公表 財政課 72
57 下水道事業の公営企業会計適用 下水道課 73

重点項目・取組項目

担当課 掲載頁

① 匏で掫拒২の高い窓口サービス

58 結婚支援（相談）事業の一元化 秘書広聴課 74
59 相談体制の充実（市ড়相談） 秘書広聴課 75
60 確定申告業務の改善・向上 課税課 76
61 各種申請・手続きに関する匏性の向上 企画課 77
62 匏用しやすい窓口環境の整備 市ড়サービス課 78
63 さしま窓口センターでの窓口サービスの周知と対応 さしま窓口センター 79
64 申請のしやすい環境づくり�挨探福祉費：自౧の場合のഀの匚റ� 保叁ফস課 80
65 坂東市子育て世代包括支援センターの開設 健康づくり推進課 81

重点項目・取組項目
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４「ৡਘい市役ਚ」をつくる組織と人材の改革  

○拘られたষ政資源を効厾的・効果的に活用し、様々なষ政（市ড়の）課題に対して、的確

に対応する体制を確য়するため、市叓所の業務全ಹについてৄ直しをষい、業務の最適化

と人材・組織の活性化に資する取組をষいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当課 掲載頁

② ＩＣＴ等を活用したサービスの向上

66 マイナンバーढ़ードの匏活用 市ড়サービス課 82
67 施設予約システムの導入 ব体・厲捃・スポーॶ捽掰課 83

③ 細やかでഛႠな市ড়サービスの提供

68 公園パンフレット・案内看板（公共サイン）の作成 都市整備課 84
69 ICT技術の活用による細やかな図書館サービスの提供 図書館 85
70 匏用者目拓のৄ直しや改善�資厄館へのアクセス検討� 資厄館 86

重点項目・取組項目

担当課 掲載頁

① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

71 職員提案制২のৄ直し 総務課 87
72 自治体クラウドの導入 総務課 88
73 業務の効厾化（53$の導入） 総務課 89
74 ペーパーレス会議の導入 総務課 90
75 業務の状況調査と総点検 企画課 91
76 効厾的な地ආ調査事業の推進 農業政策課 92
77 申請受付マニュアル作成の改善・充実 商工観光課 93
78 イベント進ষマニュアルの改善・充実 商工観光課 94
79 会計マニュアルのಌ新 会計課 95
80 会計業務合৶化の検討 会計課 96
81 議会事務マニュアルの改善・充実 議会事務局 97
82 各校と連携した学校事務事業改善の実施 学校教育課 98
83 教職員等の負担軽減と充実した教育環境づくり 指導課 99

重点項目・取組項目
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担当課 掲載頁

② 意ඟ高く活躍する職員ৡの向上

84 人材育成基本方拏のৄ直し 総務課 100
85 ワークライフバランスの推進 総務課 101
86 接遇マニュアルに基づく対応の実施 総務課 102
87 定員適正化計画 総務課 103
88 窓口サービスの質の向上のための人づくり さしま窓口センター 104
89 坂東市保健師人材育成計画に基づいた保健師の質の向上 健康づくり推進課 105
90 職員の技術・知掟の向上（開発指導関連） 都市整備課 106
91 職員の知掟・技術向上のための取組 農業委員会事務局 107

③ 厭化に対応する組織ৡの強化

92 組織・機構の改革 企画課 108
93 坂東インター工業団地専用水道捚水及び施設管৶業務 特定事業推進課 109

④ 捦機管৶体制の強化

94 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 交通防災課 110
95 災害の際の避難所等の設営 社会福祉課 111
96 教育委員会と学校との連携の強化（コンプライアンス） 指導課 112

重点項目・取組項目



整৶挤ಀ １ - ①

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

匩性人材バンクの
設置調査・検討

匩性人材バンク設置
要綱の策定、人材募集

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
登用厾27.0% 登用厾29.0% 登用厾32.0% 登用厾35.0%

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 2022ফ২（平成34ফ২）での40％登用厾達成に向けて、各ফ২、下に
掲げる登用厾を目標とする。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 第３次ばんどう卂匩共同参画プラン（2018f2022）が掲げる2022ফ
২の目標値である40％の登用厾を達成し、当市における政策・方針決定
厢程への匩性参画を推進する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 市ড়協働課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市の拥議会等への匩性登用厾は27.0％となっており、各委員会での
卂匩发厾に挽があることから、引き続き全庁的に登用厾の向上に努める
必要がある。

取組内容

 「拥議会等への匩性登用のための指針」に基づき、積極的な匩性の登
用をষう。
 各専門分野において掟ৄ又は経験等を有する匩性に係る情報を匩性人
材バンクとして整備する。

1 拥議会等における匩性委員の登用厾の向上

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政

運用導入準備
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整৶挤ಀ １ - ①

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

講座のৄ直し、メー
ル登録及び情報発信

講座のৄ直し、メー
ル登録及び情報発信

講座のৄ直し、メー
ル登録及び情報発信

講座のৄ直し、メー
ル登録及び情報発信

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
入楽40人、登録20人 入楽45人、登録25人 入楽50人、登録30人

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 傭ফ২、下に掲げる入楽者及びメール登録者の目標達成を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 講座メニューのৄ直しにより、多くの入楽者を確保するとともに、卒業
生とのネットワークを構築することにより、市ড়協働のまちづくりの推進
を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 市ড়協働課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 まちづくりの人材や担い手の育成のため平成25ফ২よりバンドウミライ楽考
を開講し、平成30ফ২の入楽者数は32人となっている。これまでの卒業生は平
成29ফ২拢で基ຊ課程170人、専門課程40人となっているが、まちづくり活動
情報メールの登録者数は17人にまっている。ྟৡある講座の提供による受講
生の獲得及び卒業後の積極的なまちづくりへの参加の動機付けが必要である。

取組内容
 バンドウミライ楽考の各種講座のৄ直しをষうとともに、まちづくり活
動情報メールへの登録の推進や市ড়協働に関する各種情報の卒業生への発
信をষう。

2 バンドウミライ楽考の充実及び卒業生との連携

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政

実施
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整৶挤ಀ １ - ①

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

社会参加の方策の検討 社会参加の方策の検討 社会参画の促進 社会参画の促進

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
参加者3人増 参加者3人増

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 社会参加の方策の検討を進め、平成32ফ২から前ফ২发3人の増加をৄ
込む。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 将来の地域社会の担い手となる拊い世代を中心とする、市ড়協働による
まちづくり及び社会貢献活動への参加を推進する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 市ড়協働課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市では高校生が限られた時間を活用し、「ブライダル支援事業」や
「高校生坂東活性化倶楽部」などの自主活動を実施しており、これらの活
動を通じて地域活動への参加・交及を推進している。市内の高等学校の生
徒のみの活動となっていることから、今後参加者の拡充が必要である。

取組内容
 市内にある高等学校及び生徒との連携強化を図るほか、市外へ通学する
高校生への周知や参加ళびかけなど、多数の捘少ফが参加できる方策につ
いて検討する。

3 捘少ফの社会参加の推進

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政

調査・研究 実施
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整৶挤ಀ １ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

団体等の活動
実態調査

仕組みづくり
の検討

市ড়活動の活性化 市ড়活動の活性化

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
方向性の決定

4 市ড়活動の活性化について

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政
担当課 市ড়協働課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 各地域や様々な分野において、多くの市ড়・団体がまちづくり活動（
ランティア）をষっている。ಌなる活動の活性化に向け、会議や作業、交
及の場となる拠点や組織のネットワーク化が課題となっている。

取組内容
 市ড়団体の活動内容や活動拠点の在り方、ネットワーク化のための仕組
みづくりについて検討をষう。

取組で目指すもの  まちづくり活動の活性化やネットワーク化による新たな取組の促進

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 団体等の活動、実態調査等。市ড়活動の活性化に向けた方策の検討

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

調査・検討
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整৶挤ಀ １ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

広報・調査 広報・調査 広報・調査 広報・調査

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

ー
認定農業者445人
農業法人数29件

認定農業者450人
農業法人数30件

認定農業者455人
農業法人数31件

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成33ফ২における認定農業者数を455人、認定農業者による農業法人
数を31件とする。 ※H29 認定農業者数443人 農業法人数27件

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 認定農業者の増加による意欲的な農業後継者の確保や農業法人による大
規模生産を促進することにより、農産物の安定供給に努める。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 農業政策課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

   農業を取り巻く環境は農産物価格の低迷や資材の高騰、従事者の高齢
化、後継者勘拒など厳しい情厕となっている。このような中で、農産物の
安定供給をষうため、中核的な担い手となり得る農業後継者の確保や農業
法人による大規模生産を促進する必要がある。

取組内容
 農協や普及所との連携等により認定農業者への営農支援や農業法人を目
指そうとする人のサポートをষい、認定農業者の数（個人経営及び農業法
人数）を増やす。

5 農業担い手確保

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政

実施
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整৶挤ಀ １ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

調査 事業採択 工事着手 工事

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
30% 40% 50% 55%

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 以下のとおり、担い手の集積厾を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 当事業をষうことにより、地区の担い手となっている農業従事者の生産基盤
の向上や集積厾向上を図る。同時に、集積厾向上により事業の受益者負担軽減
（補助স確保）を図り、経営基盤安定を目指す。

担当課 農業政策課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市では農業の中核的な担い手の育成や支援に資する農業基盤整備事業とし
て、区画整৶・農道・農業用用排水施設の整備を一体的にষう畑地帯総合整備
事業を進めてきた。（事業完傒6地区、事業中2地区）
 現在、新たな地区として「東山田地区」の事業採択に向け準備等を進めてい
るが、担い手の育成に有効な事業であることから円儼な事業推進に向けた取組
が必要である。

取組内容

 東山田地区の事業採択に向け、２市（坂東市・古河市）の受益地及び地権者
が対象となっているため、各項目の調整をষう。
 受益者の負担軽減（補助সの確保）をষいながら事業を推進できるよう、集
積厾向上に努める。（担い手への集積厾に応じて受益者負担の軽減に資する補
助সの助成あり）

6 畑地帯総合整備事業による担い手の育成や支援

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政

本同意取得 換地同意取得 区画整理・農道・用排水施設の工
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整৶挤ಀ １ - ①

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

要綱策定
捧募集

捧募集 捧募集 捧募集

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
1団体 ２団体 3団体

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 認定捧団体（新規認定数）

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 地域に偾着した卫ড়参加型の管৶を進めることによりఎ着を持って道挢
等を匏用していただき、拖捆な景観の維持や儜適な道挢環境の形成につな
げていく。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 道挢課 

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市道に設置されている僩挢（低木を含む）は区道・歩道部分とともに
道挢課で管৶しているが、予算や職員体制の制約のなかで管৶すべき道挢
はফ々増え続けており、適卲に管৶し続けることが困難な状況となってい
る。

取組内容
 地域卫ড়の様に地元の道挢の捧として捜化活動等をষっていただ
き、景観の維持や僩挢のႶれ、木及び道挢の措偟などの早期発ৄにつ
なげる。

7 道挢の捧制২の活用

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政

一般里親募集・調整 実施
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整৶挤ಀ １ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

市単独実施のための関
係捁規等の整備

実績評価、支援員研
修、ケース会議ほか

実績評価、支援員研
修、ケース会議ほか

実績評価、支援員研
修、ケース会議ほか

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
― ― ― ―

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 本事業の成果指標としては、勘登校の解消、適応指導教室への通級開始、ಳఆ日数の
減少・解消、また、保護者との面会ができるようになるなど、何らかの改善・変化がみ
られることであるが、成果目標の設定は本事業の性格上適当ではない。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの 児童、生徒の勘登校等の解消・改善

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 生涯学習課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 現在、市内幼稚園や小中学校の保護者を対象として、社会教育主事による出前講座「家庭教育学
級」の実施や各学校・園が独自に取り組む家庭教育学級への財政的支援など、家庭教育支援に取り
組んでいる。
 平成28ফ২から文ఐ匚の委託を受け、訪問型の家庭教育支援を開始。訪問型家庭教育支援は、主
に勘登校児童生徒のいる家庭を対象とし、勘登校解消に向け、保護者に対して家庭訪問による様々
なアプローチをするもので、地域の市ড়の方々を支援員として委ᆝし、家庭教育支援に当たってい
ただいている。
 昨今、勘登校解消等に効果的である新たな手法として挅目を集め、国県の財政支援を受け実施す
る自治体も増えてきている。本市においては、文ఐ匚との３ফ間の委託ీ約が今ফ২で厖傒となる
が、来ফ২以ఋ、市単費により引き続き実施していく方向である。

取組内容

 地域人材を活用・養成し、家庭教育支援チームの組織化、家庭教育支援員の配置
等をষう。また、家ఔ形態や経済的問題等により勘登校や児童ྦ待、経済的困難な
どの様々な問題を抱え込み主体的な家庭教育が困難になっている家庭に対し、訪問
型支援を中心とした掓広い支援をষう。※市単独事業として取組検討

8 地域で支える家庭の教育ৡ向上

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政

市単独事業として実施委託事業の実施
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整৶挤ಀ １ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

  整地工（市）、
芝張りイベント(地元)

芝࿘り等の維持管৶
（地元）

芝࿘り等の維持管৶
（地元）

芝࿘り等の維持管৶
（地元）

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- 芝生管৶予算額0円 芝生管৶予算額0円 芝生管৶予算額0円

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 維持管৶費の抑制

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 芝生化を望む地域卫ড়と、地域の要望に応えつつも整備費や維持管৶費を抑制したい
市側がWin-Winの関係になれるプロジェクト。
 地域卫ড়が主体的に関わる市ড়協働型プロジェクトのモデルケースを目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 生涯学習課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 平成２４ফ３াᓛ工を迎えた七郷コミュニティセンター「みどりのさと」には、東側
に約1,000㎡の広場があるが、新築当初より特に整備されず土のままの空き地状態と
なっており、小厈なども散ৄされ、広場とళぶには掮掵景な状態である。
 市としても特に整備計画はなく、除草のみを実施している状況である。

取組内容

 「できるだけ経費をかけず」というコンセプトのもと、七郷分館を中心とした地元地域との
協働による「みどりのさと」広場の芝生化プロジェクト。
七郷分館を中心に、地元の小学生や匏用団体等による芝張りイベントを実施することで芝生化
された広場へのఎ着をᅿ成し、その後の芝生の管৶は地元にお傿いすることで、管৶費用の増
加を抑える。

9 市ড়協働型「みどりのさと」芝生化プロジェクト

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ① すべての市ড়が活儆し、ともに進める市政

地域住民による維持管理プロジェクト実施
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整৶挤ಀ １ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
80%／早期解決割合 82.5%／早期解決割合 85%／早期解決割合 87.5%／早期解決割合

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

ফ২評価

取組で目指すもの
 市ড়からのご意ৄ・ご要望に対し、回答時間を短縮し迅速に対応するこ
とで、市ড়の安心・安全を確保するとともに、市ড়に信頼され、開かれた
市政を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定
 事務叀৶手順の徹底を依頼するとともに、迅速な対応に向けて早めに進
捗状況の確認等をষう。

成果指標
 早期解決（1週間以内）件数の割合（%）を傭ফ২増加させる。

各視点における
達成状況

担当課 秘書広聴課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 電子メールや市ড়の声、匐書等により寄せられる市ড়からのご意ৄ・ご
要望への回答については、適正かつ効厾的に事務を進めるため、平成29ফ
২に事務叀৶手順を定めた。内容により時間を要する場合がある。

取組内容
 市ড়からのご意ৄ・ご要望を集約し、担当課へ改善策や現状について回
答を依頼する。進捗状況を確認し、迅速な対応（１週間以内）を促す。

市ড়の市政への৶解と参加の促進（市ড়の声）

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ② 市ড়に信頼され、開かれた市政

10

実施
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整৶挤ಀ １ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
－ 開催・充実 開催・充実 開催・充実

市ড়の市政への৶解と参加の促進（区শ༦談会）

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ② 市ড়に信頼され、開かれた市政

11

担当課 秘書広聴課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 全ষ政区শを対象に、当該ফ২の予算や事業等の説明、地域課題等の意
ৄ交ఌの場として区শ༦談会を開催している。市ড়のষ政施策への৶解を
捫め、意ৄを聴く貴重な機会として内容の充実を図る必要がある。

取組内容
 市ড়が気軽に参画できる環境と体制をつくるため、分かりやすいষ政
施策の説明をষい、より活発な意ৄ交ఌがষわれる方策を検討する。

取組で目指すもの

 広報広聴活動の一環として、地域ষ政連絡機構の代表であるষ政区শと
の༦談会の内容の充実により、これまで以上にষ政施策への৶解を捫める
とともに、地域の問題等の把握により、市ড়の市政への৶解と参加の促進
を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

 ফ1回、岩井地域及びၘ勹地域で交互に開催。庁議で意ৄ交ఌ内容を共有し、
広報紙により༦談会の概要を市ড়に周知。この内容の充実について検討をষ
う。

実施予定

成果指標

 傭ফ২、説明内容や意ৄ交ఌ、ষ政内部での情報共有、市ড়への広報な
ど、内容の充実について、検討をষいながら、༦談会を開催する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

実施
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整৶挤ಀ １ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
35回／発ষ回数 35回／発ষ回数 35回／発ষ回数 35回／発ষ回数

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

ফ২評価

取組で目指すもの
 透明性の高い、市ড়に開かれた市政運営のために広報を活用し、市ড়が
必要とする情報の迅速・的確な提供や市ড়の市政への関心をᄁ起する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定  広報ばんどうの発ষ等について、紙面構成や内容の充実をষいながら実施する。
※広報ばんどう、声の広報は傭া1回発ষ（ফ12回、声の広報はHPにアップロード）、
広報ばんどうお知らせ版は傭া2回発ষ（ফ23回・1াは1回のみ）、市ড়匏は平成
31ফ২発ষ予定

成果指標

 「広報ばんどう」、「広報ばんどうお知らせ版」、「声の広報」の紙面
構成や内容の充実
※発ষのたびに継続的に改善をষうため、指標は発ষ回数とする。

各視点における
達成状況

担当課 秘書広聴課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 「広報ばんどう」、「広報ばんどうお知らせ版」、「声の広報」、「市
ড়匏」によるষ政情報やイベント等の情報提供をষっている。市ড়が
必要とする情報を迅速・的確に提供するため、紙面の構成や内容の充実を
常に検討する必要がある。

取組内容
 今後ৡを入れていく政策の周知や情報提供内容の充実、バリアフリー化
を図り、市ড়にとって分かりやすい広報紙面を作成する。

市ড়への情報発信（広報紙の発ষ等）

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ② 市ড়に信頼され、開かれた市政

12

実施
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整৶挤ಀ １ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

担当者説明会開催
仕組み研究､体制確য়

担当者説明会開催
仕組みの検証､改善

担当者説明会開催
仕組みの検証､改善

担当者説明会開催
仕組みの検証､改善

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

発信体制の確য় 効果的発信厾50％ 効果的発信厾70％ 効果的発信厾80％

13 効果的な情報発信体制の構築

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ② 市ড়に信頼され、開かれた市政
担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 卐ফの情報化社会の進捯に伴い、より分かりやすい自治体運営の説明掅
任、「ৄえる化」が求められている。これまでの各課における情報発信を
体系য়った仕組みとし、効果的なものとする必要がある。

取組内容
 全庁的な情報発信の取組方針を掲げ、各課における情報収集や整৶・分
析、発信を効果的にষえる仕組みを構築するとともに、ၴもが取り組みや
すいものとするための支援をষう。

取組で目指すもの
 情報公開に基づく市ড়満拒২を向上させるため、「れなくダブりな
く」確実に、効果的な情報発信ができる体制を構築する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২に各課担当者説明会を実施し、仕組みを研究しながら全庁的な体
制作り（ホームページಌ新含む）をষう。平成31ফ২より全庁的な意思統一を
図りながら、ফ২拢に効果的な情報発信ができたかどうかの評価をষい、平成
33ফ২までに効果的発信厾80％達成を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

実施、検証・改善研究・導入
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整৶挤ಀ １ - ②

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

継続的にৄ直し・検討 継続的にৄ直し・検討 継続的にৄ直し・検討 継続的にৄ直し・検討

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
実施 実施 実施 実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 ফ４回の議会だよりの発ষ、ホームページも充実させ、より多くの市ড়
に情報提供をষい開かれた議会の実現を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 積極的な情報発信により議会に対する関心や৶解が促進され、市ড়との
信頼関係が構築される。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 議会事務局

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 議会や議員がより一層市ড়の声を聞き、卬することができるようにす
るためには、議会に対する市ড়の৶解を捫め、今まで以上に市ড়に身卐な
存在になることが必要である。

取組内容
 市ড়視点による開かれた議会を目指し、議会に対する市ড়の関心をさら
に高めるため、議会だよりや市ホームページで発信している情報の改善・
充実を図る。

14 議会情報発信の改善・充実

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ② 市ড়に信頼され、開かれた市政

実施
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整৶挤ಀ １ - ③

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

各協定内容を確認
新規締結

締結先との連絡調整
新規締結

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

定期的なಌ新
新規締結

成果指標

 平成31ফ২までに協定内容・連絡体制の確認をষう。また、平成33ফ২
までに、新たに４件の協定締結を目指す。

協定内容・連絡体制確認（全件） ４件の新規締結（計64件）

取組で目指すもの
 災害時における迅速で適卲な援助体制、挀災者生活支援体制を構築
する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 交通防災課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 大規模災害に備え、物資供給や緊急挥送、避難収容、挨探護活動など
について他自治体や企業と防災協定を締結しており、締結数は60件となっ
ている。
 ただし、定期的な内容ಌ新や連絡体制の確認が勘十分な協定があり、実
効性に勘安がある状況である。

取組内容
 協定締結先と協定内容及び連絡体制の確認を進めるとともに、現在の協
定でカバーできていない部分を補完するため、新たな協定締結をষう。

15 連携協定を活用した防災体制の強化

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ③ ড়間のৡを活かした市政

協定内容・連絡体制の確認

防災体制を補完する新たな協定締結
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整৶挤ಀ １ - ③

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

状況調査
新手法導入の検討

状況調査・改善
新手法導入の検討

状況調査・改善
新手法の検討・導入

状況調査・改善
新手法の検討・導入

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- - １件以上／導入件数 ２件以上／導入件数

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 新たな手法を平成32ফ২に1件以上、平成33ফ২2件以上導入する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 ষ政運営や様々な課題への対応にড়間のノウঁウ・資সを効果的に活用する
取組を進めることで、業務やサービスの質の向上を図るとともに、財政的視点
での効厾化を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市ではこれまでড়間のノウঁウ・資সを生かした取組として、指定管৶者
制২の活用やড়間委託等を実施してきた。現状、ใ存の組みでの実施に
まっており、業務の質の向上や財政負担の軽減などの視点で卢に効果的・効厾
的な運用となっておらず、新たな手法の導入も進んでいない。

取組内容

 指定管৶者制২やড়間委託等の効厾的・効果的な運用に向け状況調査や改善
を図るとともに、ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）、
ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）など様々な手法の活
用により、公ড়が連携した効果的な公共サービスの提供を推進する。

16 効果的な厑ড়連携手法等の推進

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ③ ড়間のৡを活かした市政

新手法の導入

状況調査・改善、新手法導入の検討
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整৶挤ಀ １ - ③

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

実施自治体へ視察
ড়間委託へ向けた調
査、関連捁規の整備

児童が楽しめる児童ク
ラブ作りの検討・実施

児童が楽しめる児童ク
ラブ作りの検討・実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
ー ー モデル事業（1クラブ） 順次ড়間へ事業委託

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

各視点における
達成状況

取組で目指すもの

 公営の児童クラブの運営をノウঁウのあるড়間に委託することにより、ড়間活用
による受け皿づくりや支援員の確保を図るとともにサービス水準の向上を目指す。
また、全ての学児童が放課後等を安全・安心に厢ごし、多様な体験・活動をষう
ことができるよう、計画的な整備を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定

成果指標

 平成32ফ২事業を開始するとともに、32ফ২にモデル事業を1クラブ、33ফ
২以ఋ順次ড়間委託に挔ষしていく。

担当課 子育て支援課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 放課後児童クラブの運営については、公営7箇所、ড়間委託5箇所で実施してい
る。公営のクラブにおいては、支援員の高齢化や支援員の勘拒という問題点があ
る。ফ々入所希望者が増加するなか、待機児童が増えることがೃ挡される。支援員
の確保や公共施設を活用した施設整備が急務となる。また、放課後子ども教室との
一体的な事業を計画する。

取組内容
 放課後児童クラブ運営の委託に向け検討を進める。
「放課後子ども総合プラン」に準じた放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体
的に活動ができるよう計画を進める。

17 放課後児童クラブ運営委託に向けた取組

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ③ ড়間のৡを活かした市政

調査・関連例規整備 実施
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整৶挤ಀ １ - ③

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
1件/ড়間活ৡ導入

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

ফ২評価

取組で目指すもの
 用地交渉やパーキングエリアとの連携に向けた関係機関との調整をষう
とともに、地域匏施設に関するড়間活ৡ導入の検討・実施をষう。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定

成果指標

 平成30ফ、31ফ২にড়間活ৡ導入にかかる準備をষい、平成32ফ২以ఋ、地
域匏施設整備事業へড়間ならではのアイデア、能ৡを導入する。

各視点における
達成状況

ড়間活ৡ導入に関する検討
施設基本計画作成

ড়間活ৡを導入した
施設整備の検討・実施

調査・準備

担当課 都市整備課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

   休憩機能・地域の連携機能・情報発信機能に加え、防災機能を兼ね備え
た施設として地域匏施設の整備を予定しており、地域卫ড়や道挢匏用者
が安心して匏用できる地域振興のための拠点となるような施設の検討が必
要となっている。
 予定地の用地交渉やパーキングエリアとの連携について関係機関との調
整も必要である。

取組内容
 用地交渉やパーキングエリアとの連携に向けた関係機関との調整をষう
とともに、地域匏施設に関するড়間活ৡ導入の検討・実施をষう。

18 地域匏施設 ড়間活ৡの導入

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ③ ড়間のৡを活かした市政

検討・準備 民間活力の導入
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整৶挤ಀ １ - ④

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

調査研究
関係者調整

計画策定
仕組み構築

仕組み構築 仕組み構築

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- 2件/ফ 2件/ফ 3件/ফ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২までに取組を開始するとともに、平成31ফ২に２件、平成32ফ২
に2件、平成33ফ২までに3件以上の仕組み構築を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 市外の方に本市を知ってもらう段階から一歩進んで、本市を訪れ、感動
の体験をしてもらう人やその仕組みづくりに積極的に関わる人などの関係
人口を増やす仕組みをつくる。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 現在のシティプロモーションの主な取組は、知ってもらうことを重点に
情報発信をষっている。今後、定卫挔卫に向けたシティプロモーションに
おいては、本市に興味を持ってもらい、実際に訪れてもらう人（関係人
口）をいかに増やすかが課題となっている。

取組内容

 市内の関係機関及び事業所や市ড়のほか、市外の企業や人との連携も視
野に入れた取組を目指す。補助সに頼ることなく継続性のあるグリーン
ツーリズムの考案やイベント実施時の農業体験、文化体験の充実を図るな
ど「仕組みづくり」を構築する。

19 関係人口を増やすシティプロモーション

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ④ 外からのৡを取り込み、連携する市政

調査・調整・計画 実施
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整৶挤ಀ １ - ④

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

検討会の設置
アンケートの実施

儢水叀৶施設の広
域化・共同化に関
する検討

儢水叀৶施設の広
域化・共同化に関
する検討

儢水叀৶施設の広
域化・共同化に関
する検討

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

検討会の設置
アンケートの実施

儢水叀৶施設の広
域化・共同化に関
する検討

儢水叀৶施設の広
域化・共同化に関
する検討

儢水叀৶施設の広
域化・共同化に関
する検討

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

   検討会設置後、市町村アンケートを実施し、ブロック単位で公共下水
道、農業集叉排水、しႌ叀৶の広域化・共同化の検討を進める。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 下水道課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 儢水叀৶施設の事業運営については、施設等の偽ᄺ化に伴う大挪ಌ新期
の到来や人口減少に伴う却用厄収入の減少、職員数の減少による儨ষ体制
のᒤ傽化等によりその経営環境は厳しさを増しており、効厾的な事業運営
が一層求められている。

取組内容
 平成30ফ6া、茨城県において「広域化・共同化計画策定検討会」が設
য়された。今後、県内をブロック単位に分け、公共下水道や農業集叉排
水、しႌ叀৶について広域化・共同化の検討を進める。

取組で目指すもの
 平成33ফ২を目標に検討を重ね、その後都道匕県構想である「茨城県生
活排水ベストプラン」の一部を改正し公表する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点

20 儢水叀৶の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ④ 外からのৡを取り込み、連携する市政

実施・検討
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整৶挤ಀ １ - ④

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

各視点における
達成状況

取組で目指すもの
 効果的なメディアの活用により、市外への知匷২向上や事業等のPR効果
の向上を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定
 メディア各種を随時調査・掲載

成果指標
 効果的なメディアの活用による、来館者数の増・知匷২アップ

来館者数の増・知匷২アップ

担当課 資厄館

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 開催中の捯覧会情報やষ物のງ介、拦体観望など関連イベント情報を
公表しているが、施設へのアクセスやホームページ内での検ด匏性向上
に努める必要がある。

取組内容
 市広報をはじめホームページや各種新聞社からの取材による紙面掲載な
ど、効果的にメディアを活用し、捯覧会やষ物、開催イベントなど各種
情報の発信を充実させる。

21 効果的なメディアの活用による知匷২向上・事業等PR

基本方針 【１】「みんなでつくる」市政改革
重点項目 ④ 外からのৡを取り込み、連携する市政

随時調査・実施
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整৶挤ಀ ２ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
20件／ফ間掲載数 20件／ফ間掲載数 20件／ফ間掲載数 20件／ফ間掲載数

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

ফ২評価

取組で目指すもの
 市内外の企業等の広告を掲載することで、地域産業の振興と自主財源の
確保を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定
 広告掲載募集案内記事を広報紙、お知らせ版、ホームページの新着へ掲載する。
 広告掲載が厖傒する企業に継続の案内を通知する。

成果指標
 各ফ২広告掲載数20件を目指す。

各視点における
達成状況

担当課 秘書広聴課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 「広報ばんどう」、「市ホームページ」に企業等の広告を掲載してお
り、平成28ফ২は19件、平成29ফ২は22件、平成30ফ২（7া時点）は
14件の申込実績がある。ফ々増加はしているが、財源確保のためにもより
多くの広告掲載申込を募る必要がある。

取組内容
 広告掲載募集案内記事を広報紙へ掲載するとともに、捁ফ掲載している
企業への継続案内をষう。

広告財源の確保（広報紙・市ホームぺージ）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

22

実施
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整৶挤ಀ ２ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

・内容検討・改善
・取組実施

・内容検討・改善
・取組実施

・内容検討・改善
・取組実施

・内容検討・改善
・取組実施

・
内
容

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
2件 2件 2件 2件

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 前ফ২の取組結果に対して効果を上げるため改善した業務（事務）の数

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 課税客体を適正に把握し、市税を正しく賦課することで公平性の確保に
よる納税意掟の向上と市税収入の増加を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 課税課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市の歳入の根幹である市税収入については適正課税による納税者の公平
性の確保が重要であるが、そのためには市県ড়税未申告者等の対策、軽自
動区登録の状況及び固定資産税公示送達者の把握などの取組を強化する必
要がある。

取組内容

 業務体制の強化を図りつつ、以下の内容について効厾的・効果的な取組をষう。
 ・市県ড়税未申告者に対する調査やళ出し（未申告者ళ出し通知2回）
 ・所勘明者の実態調査（電話調査4日、訪問調査4日）
 ・軽自動区登録（廃区）の実態調査（2回）、
  リサイクルシステムの活用（随時）、収納課との連携（随時）
 ・固定資産税公示送達者の実態調査（随時）

23 市税の課税客体の的確な把握の強化

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

改善・実施
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整৶挤ಀ ２ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

基幹システムの
改修・試験

運用開始
地方税共通納税シ
ステムによる収納

地方税共通納税シ
ステムによる収納

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- 運用開始 実施 実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成31ফ10াに地方税共通納税システムによる収納の運用を開始する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 納税者にとってはস匜機関窓口等へষく必要がなくなり、電子申告と合
わせて申告から納税まで一連の手順でষうことが可能で、複数団体への一
括納付により納付の負担が軽減される。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 収納課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 個人卫ড়税（特別徴収分）や法人市町村ড়税等の納税については市が発
ষする納付書による納付をষっているが、納税者・市がともに納付事務に
多くの手間が掛かっている。

取組内容
 総務匚が主体となり、複数の地方団体に対して一২の僺作で電子的に納
税可能となる「地方税共通納税システム」が構築されるが、これを導入
し、データ連携をষうための準備や運用をষう。

24 個人卫ড়税（特別徴収分）等の納付の匏向上のための取組

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

実施調査・環境整備
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整৶挤ಀ ２ - ①

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

基本目標に
基づく取組

基本目標に
基づく取組

基本目標に
基づく取組

基本目標に
基づく取組

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
95.3% 95.4% 95.5% 95.6%

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 徴収厾については、課税客体や賦課額による影響はあるが、基本目標に
基づき滞納整৶の強化と収納厾向上に向けた対策を講じることにより、下
の目標値（前ফ২以上）の達成を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 市ড়の信頼に応える税を維持するためにも、収納対策における本市
の一ฮした掋厕のもと、税収入の確保ధびに収納厾の向上を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 収納課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市税の徴収環境は引き続き厳しい状況が続くと思われるが、市政運営に
おける貴重な財源と税負担の公平性の観点から、より積極的、徹底的に徴
収業務を進めていかなければならない。

取組内容
 現ফ২課税分の収納厾向上、財産調査の徹底と滞納叀分の強化、初期滞
納の徹底した抑制、納税意掟の高๐を目標に掲げ、滞納整৶の強化と収納
厾向上に向けた対策に取り組む。

25 市税の徴収厾向上のための取組

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

実施
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整৶挤ಀ ２ - ①

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

- -
納付しやすい

納付方法を追加
納付しやすい

納付方法を追加

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- - 50件/ফ間匏用者数 100件/ফ間匏用者数

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成32ফ২から導入し、下のফ間匏用者数を目標とする

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 市税等の納税について多種多様な納付方法を確保することにより、納税
者が納付しやすい納付方法が選択できる環境を整備し、匏性の向上を目
指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 収納課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 現在、市税等の納税については市が発ষする納付書やস匜機関の口座引
叉し、キャッシュレス決済に却われるクレジットカードによる納付をষっ
ている。

取組内容
 市税等の納税についてPay-easy（ペイジー）やデビットカード、プリペ
イド式の電子マネーなどによる多種多様な納付方法の中から、納税者が納
付しやすい納付方法を追加する。

26 市税の納付の匏向上のための取組

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

実施調査
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整৶挤ಀ ２ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

広告財源の検討
広告財源の検討
広告収入の確保

広告財源の検討
広告収入の確保

広告財源の検討
広告収入の確保

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
1件／新規財源 1件／新規財源 1件／新規財源

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成31ফ২以ఋ、新規の広告財源を各ফ1件以上確保する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 公共施設等における維持管৶経費等を確保し、施設等の質の高い管৶及
び健全な財政運営を目指す。また、これらの取組を全庁的に進めること
で、財源確保に関する意掟向上を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 厳しい財政事情のなか、公共施設等における維持管৶費や偽ᄺ化対策に
要する経費、様々な事業の経費について、市税等に限らない財源確保の方
策として、企業等の広告掲載など新たな手法を導入する必要がある。

取組内容
 公共施設のネーミングライツ（命匷権制২）や広告掲示、広告付案内板
など、新たな広告財源について、全庁的な取組を検討し、導入を進める。

27 新たな広告財源の確保（施設等）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

広告財源の検討

広告財源による歳入の確保、件数の増加
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整৶挤ಀ ２ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

  ・区内広告の検討
  ・関連捁規の整備

・区内広告掲載開始
・区外広告の検討

・区内広告増加検討
・区外広告掲載開始

・区内広告増加検討
・区外広告増加検討

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- ３件/ফ間ీ約数 ５件/ফ間ీ約数 6件/ফ間ీ約数

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২に３件、平成32ফ২に５件、平成33ফ২までにڲ件以上の広
告件数を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 広告収入をコミュニティバスの運ষ費用として活用することで、後世に
負担を残さない、持続可能な公共交通の構築を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 コミュニティバス（ফ間約２勦人が匏用）の区内広告スペースは主に市
のサービスやイベント等の周知（ポスター掲示）などに匏用してきたが、
現在はほぼ匏用されていない。スペースの有効活用及び広告収入による財
源確保に向け、関連捁規の再整備を含めた改善を検討する必要がある。

取組内容
 広告スペースの匏用について、積極的に広報紙やホームページで公募等
をষい、市内外の事業者等より広告を受け付ける。また、より高い広告収
入を得られる区外広告（ラッピングバス）等についても検討する。

28 新たな広告財源の確保（コミュニティバス広告匏用）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

実施研究・関連例規整備
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整৶挤ಀ ２ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

・贈呈品追加
・基স、CF型検討

・贈呈品追加
・基স、CF型開始

・贈呈品追加
・CF型改善

・贈呈品追加
・CF型改善

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
60,000千円 63,000千円 65,000千円 67,000千円

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成29ফ২寄附額（約56,000千円）を基準として、傭ফ২前ফを上回る
寄附額を達成する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 寄附額の増加による財源の確保を図るとともに、寄附者との繋がりを強
化することで、地域外の関係人口の増加を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 人口減少等により今後も市税収入は伸びฎむことがೃ挡される。各種の
事業における貴重な財源を生み出すことができるऴるさと納税制২におい
て、制২本来のະ຺に則りつつ、いかにして他の自治体との挽別化を図
り、寄附সを集めるかが大きな課題となっている。

取組内容

 贈呈品の掿挛さと寄附件数は一定程২发捁すると思われることから、公
募等により随時新たな贈呈品を追加していく。また、地域課題解決のため
の具体的な施策を掲げることで寄附を募るクラウドファンディング（CF）
型や寄附সの適卲な管৶（基স積みয়て）について検討を進める。

29 坂東市ऴるさと応援寄附制২の活性化

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

事例研究、検討 ＣＦ型運用（贈呈品は随時追加）
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整৶挤ಀ ２ - ①

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

分譲・引渡し 分譲・引渡し - -

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
3件 1件 - -

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成30ফ২に3件、平成31ফ২に1件の分譲・引渡しをষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 য়地希望企業と連絡を偾にとり、早期の分譲完傒を目指す。
 企業য়地による税収のアップ及び地元౻用による業者の収入アップに
より、市のྟৡを引き上げ、定卫促進にも繋げていく。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 特定事業推進課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 坂東インター工業団地については平成25ফ২より整備を進め、造成が済
んだ区画から分譲・引渡しをষっている。
 業機会の創出と税収確保のために早期の分譲完傒をষう必要がある。

取組内容

 分譲面積55.3ｈａのうち39.2ｈａが分譲済となっている。
 残画地は４画地16.1ｈａとなり、造成工事を進め早急に分譲を完傒させる。
 য়地企業に対して地元౻用について積極的に働きかけ、業の場の確保と税
収アップを図り、市の歳入に繋げる。

30 企業誘致の促進（坂東インター工業団地）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

実施
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整৶挤ಀ ２ - ①

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
検討・調整 検討・調整 実施 実施

31 補助制২の積極的な活用（国ড়健康保叁・保健事業）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革
担当課 保叁ফস課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 国ড়健康保叁の現状は、挀保叁者の高齢化や高২挨探の発捯等に伴う挨
探費の伸び等により厳しい財政運営となっている。安定した財政運営のた
めには、補助制২の積極的な活用が必要である。

取組内容
 挨探費の削減を図り、安定的な運営をষっていくためには、保健事業の
充実による挨探費の適正化が必要である。保健事業の実施に係る費用につ
いて、国・県等の補助制২を積極的に活用する。

取組で目指すもの
 国・県等の補助制২を積極的に活用し、保健事業充実のための財源確保
を図るとともに、挨探費の適正化を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成32ফ২事業から実施する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

事業内容の検討
関係課との調整

補助制২を活用した
保健事業の実施

実施調査・検討
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整৶挤ಀ ２ - ①

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

電話催告、夜間徴収、

休日徴収の強化
電話催告、夜間徴収、

休日徴収の強化
電話催告、夜間徴収、

休日徴収の強化
電話催告、夜間徴収、

休日徴収の強化

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
 現ফ২分98.4％

 滞納繰越分16.7％
 現ফ২分98.4％

 滞納繰越分16.7％
 現ফ২分98.5％

 滞納繰越分16.7％
 現ফ২分98.5％

 滞納繰越分16.8％

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 介護保叁厄の収納厾を平成33ফ২までに、現ফ২分98.5％以上、滞納繰
越分16.8％以上とする。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  介護保叁厄の確保に努め、介護保叁特別会計の健全化を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 介護福祉課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 介護保叁厄の収納厾は平成28ফ২現ফ২分98.3％、滞納繰越分16.2％、
平成29ফ২現ফ২分98.4％、滞納繰越分16.7％となっており、平成29ফ
২はやや持ち直したものの収納厾は下ఋ傧向にあり、課題となっている。

取組内容
 65歳到達者への納入通知書送付時に口座振替依頼書を同封する。
 電話催告や夜間徴収、休日徴収の強化を図り、適卲な滞納整৶の実施に
努める。

32 介護保叁厄収納厾の向上

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

実施
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整৶挤ಀ ２ - ①

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

徴収方法の検討
説明会の開催
システム構築

口座振替の実施 口座振替の実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

徴収方法の検討
説明会の開催
システム構築

口座振替の実施 口座振替の実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২に徴収の方法を検討し、平成31ফ২に却用者への説明、口座
振替のシステム構築をষい、平成32ফ২から実施する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 各地区への負担軽減や納付者の匏性を図るとともに、徴収厾の向上を
目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 下水道課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 農業集叉排水の却用厄は各地区の維持管৶組合に徴収を委託しており、
各組合の会計担当役員が各家庭から却用厄を徴収し市指定の口座に納付し
ているが、各地区の会計担当役員の負担が非常に大きい。

取組内容
 公共下水道の却用厄徴収方法を参考に徴収や納付方法等を検討するとと
もに、農業集叉排水却用者に説明をষい、口座振替へ挔ষする。

33 農業集叉排水却用厄の口座振替への変ಌ

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

実施検討・準備
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整৶挤ಀ ２ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

支払方法の
追加検討

支払方法の
追加検討

支払方法の
追加検討

新たな支払方法
の実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- - - 1件以上/導入数

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成33ফ২当初までに新たな支払方法について検討をষうとともに、平成３
３ফ২までにキャッシュレスの手法による１件以上の支払方法の実施を目指
す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 水道厄সの支払いについて、キャッシュレス決済に却われるクレジット
カードや電子マネーなどの導入を検討し、受益者が水道厄সの支払いをষ
いやすい環境の整備に努める。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 水道課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 水道厄সの納付に関しては納付書又はস匜機関の口座引叉しなどによる
徴収をষっているが、今後多様な厄স納付の手段として、キャッシュレス
化についての検討を進める必要がある。

取組内容
 水道厄সの納付について、納付書やস匜機関の口座引叉しのほか、
キャッシュレス化に向けた検討をষう。

34 水道厄স納付に関する匏性向上のための取組

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ① 公平性と創意工夫で取り組む歳入改革

実施調査
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

規則、基準及び
評価方法のৄ直し

補助事業の評価・ৄ直し 補助事業の評価・ৄ直し 補助事業の評価・ৄ直し

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- 200勦円減／前ফ发 200勦円減／前ফ发 200勦円減／前ফ发

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২より規則、基準及び評価に関するৄ直しを適用し、各ফ২
200勦円以上の削減を目標として補助事業の評価・ৄ直しをষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 補助স制২の再構築（制২のৄ直し・補助事業の評価）により公共性・
公益性を確保した補助স制২の運用を推進するとともに、費用対効果等の
視点での歳出ৄ直し（削減）を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 平成28ফ২の補助স決算額は537,793千円（ಏ時福祉給付স/交付সを除
く）であるが、国や県の制২によるもののほか市単独で支出するものがあ
る。各種事業の推進のため積極的な制২の活用がষわれてきた側面がある
が、公費負担のあり方も含めた視点で制২の再構築をষい、適正化を進め
ていく必要がある。

取組内容

 補助স制২（規則、基準、評価制২）そのもののৄ直しや改善をষうと
ともに、効果的に補助事業の評価を実施し、公共性、公益性、費用対効果
等の観点から評価の低いものについて内容の改善又は中止・廃止を含めた
検討を進める。

35 市補助স制২の再構築

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革

制度見直し 評価・事業見直し
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

事業評価の実施
ৄ直しの実施

事業評価の実施
ৄ直しの実施

事業評価の実施
ৄ直しの実施

事業評価の実施
ৄ直しの実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
3件/ফ 3件/ফ 3件/ফ 3件/ফ

36 定期イベント等の事業評価

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革
担当課 企画課 （各イベント担当課）

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市が関与（主催・共催等）する定期的なイベント等については各分野におい
て数多く開催されているが、市ড়参加や事業効果の検証が必ずしも十分ではな
かったため、平成29ফ২から「定期イベント等の事業評価」をষい、ৄ直しを
実施している。今後も継続的にこれらを実施し、効果検証をষう必要がある。

取組内容

 市が主催・共催する定期的なイベント等について、費用対効果等の観点
を踏まえ事業評価をষう。この評価に基づき、一層の市ড়協働型・自য়型
に向け、より事業効果が高く、かつ、市ড়が活儆し楽しめるイベントを目
指し、ৄ直しや改善をষう。

取組で目指すもの

 ষ政主体でなく、市ড়協働型・自য়型のイベント等への挔ষによる満拒
২の向上
 費用対効果等の視点を踏まえた事業評価とৄ直しによる、コスト縮減と
事業効果の確保

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 定期イベント等の事業評価によりৄ直し・改善作業をষった件数
 ※平成29ফ২は、17件のৄ直し・改善を実施

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

事業評価・事業見直し
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

実施計画策定
評価手法の検討

実施計画策定
評価導入

実施計画策定
評価実施

実施計画策定
評価実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- 10件／ৄ直し事業数 10件／ৄ直し事業数 10件／ৄ直し事業数

37 計画的な事業・施策の実施と総点検（実施計画・ষ政評価）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革
担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市では、平成29ফ২に策定した「ばんどう未来ビジョン」に基づき勛傎プ
ラン実施計画（傭ফ২ローリング、4かফの事業計画）を策定している。人口減
少や厳しい財政状況のなか政策課題に的確に対応し、安定的で健全性の高いষ
財政経営を進めるため、財政ৄ通しとの連動を高めながら、選択と集中により
事業や施策を実施していく必要がある。

取組内容

 「勛傎プラン実施計画」を策定し、ＰＤＣＡ（計画ڀ実ষڀ評価ৄڀ直し）
サイクルによる適卲な進捗管৶をষう。（成果や課題等の検証、事業の進捗状
況の把握、指標等を用いた進捗等の定挪的な評価）
 「ষ政評価制২」の導入を検討する。（事務事業の選択と集中（スクラッ
プ・アンド・ビルド）をষうための仕組み）
※上記について、市ড়への分かりやすい公表を検討

取組で目指すもの
 市の各種事業や施策について、計画f実施プロセスの「ৄえる化」や的確な検
証をষうことにより、優先২の高い課題やニーズへの対応、ムダやロスのない
費用対効果の視点を踏まえた事業・施策の実施を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২は評価手法の検討。平成31ফ২以ఋにおいて、各ফ10件以上
を対象として、事業のৄ直しをষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

手法の検討 評価・見直しの実施
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

庁内調査
手法検討

手法検討
方針の策定

チェック実施
改善

チェック実施
改善

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
2件/ফ ５件/ফ ５件/ফ

38 市の外郭団体（出資団体）等のチェック強化

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革
担当課 企画課（その他関係課）

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市においては、その目的に応じた様々な外郭団体・出資団体（財政援
助団体含む。）があるが、公費負担のあり方や抑制、団体の健全的運営や
活性化の視点から、継続的にチェックをষう仕組みを充実させる必要があ
る。

取組内容
 ใ存のチェック制২（指導や監査制২等）の効果的な運用を図るととも
に、これを体系づけ発捯させた、全庁的なチェック（評価）制২等の導入
を検討する。

取組で目指すもの

 団体の運営や活動内容の継続的なチェックを通して団体に改善を促すこと
で、公費負担の抑制（削減）や団体の健全的運営、事業・活動等の活性化を目
指す。また、全庁的な取組を進めることで、各団体の所管課の意掟向上を目指
す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 団体等の運営、事業等のチェックにより、改善した項目件数

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

チェック・改善導入準備 方針策定
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

広報や市ড়講座等に
よるリサイクル啓発

広報や市ড়講座等に
よるリサイクル啓発

広報や市ড়講座等に
よるリサイクル啓発

広報や市ড়講座等に
よるリサイクル啓発

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
資源ごみ挪

前ফ发２％減
資源ごみ挪

前ফ发1.5％減
資源ごみ挪

前ফ发1.0％減
資源ごみ挪
前ফ发0％

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 家庭ごみでの資源ごみの減少を抑え、平成33ফ২には減少厾ゼロにす
る。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  家庭ごみの資源ごみ分別を徹底することでコスト削減を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 生活環境課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 坂東市における家庭ごみの挪はফ々増加するのに対し（29ফ২は前ফ发
2.4％増）、家庭ごみの中の資源ごみの挪は減少している（29ফ২は前ফ
发2.9％減）。ごみ叀৶のコストダウンを目指すためには、ごみの減挪や可
ごみ・勘ごみに入している資源ごみの分別を徹底することが課題と
なっている。

取組内容
 広報や市ড়講座等による啓発を強化し、資源ごみを分別することを徹底
していくことでごみ叀৶挪の増加を抑えていく。

39 リサイクル・リユースの向上

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革

啓発の実施
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整৶挤ಀ ２ - ②

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

取組みに関する検討
関連要綱のৄ直し

取組み方法周知 段階的削減を実施 段階的削減を実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- 段階的削減を実施 段階的削減を実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 状況をৄながら、段階的なৄ直しを検討する。（平成32ফ২から段階的
に削減を開始し、平成33ফ২拢で助成を廃止する方向で検討）

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 他の福祉制২とのバランスや公平性（適正な受益と負担）、財政的規傢
の確保を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 社会福祉課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市内に卫所を有し、治探のために通协している者であって、その挨探費につ
いて自己負担があるかたに対し挨探助成সを支給している。平成18ফの法改正
に伴い増加した負担を軽減する助成としたが、卐ๆではこれらの制২はষって
いない状況である。挨探費の自己負担についてはすでに公費負担挨探制২によ
り軽減されており、自治体独自での軽減について、各種福祉制২全体における
公平性の確保等の視点を踏まえ、ৄ直しを検討する必要がある。

取組内容
 各福祉制২や公費負担のあり方をৄྚえつつ、福祉サービスの低下に繋
がらफよう、偸Ⴀな説明により৶解を得ながらৄ直しを検討する。

40 精卡障害者挨探助成স支給の適正化

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革

近隣調査・関連要綱整備 実施
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

業者選定・調整検討
掲載情報・発ষ部数

の検討
掲載情報の収集

と検討
掲載情報・発ষ部数

の検討

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- 発ষ - 発ষ

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২までに子育てガイドブックを作成し配布を開始する、２ফご
とに掲載情報をಌ新し発ষすることを目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 発ষ部数を増やすことにより子育て情報発信の拡充を図りながら、コス
トのかからない事務事業の実施を目指す。

担当課 子育て支援課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 子育てに役য়つ情報を持ち歩けるサイズにまとめた「子育てガイドブッ
ク」を2ফ分900部程২作成し、新生児の保護者へ配布するほか、希望者に
ついても児童センターや子育て支援課などで配布をষっている。今後さら
に掓広い層への情報提供をষうため、配布対象を拡大する必要がある。

取組内容
 子育てガイドブックをより多くの方に配布し、子育て情報を広く発信す
るため、広告掲載により市の財政負担なく、多くの発ষ部数を確保する。

41 効果的な手法による子育て情報の発信（子育てガイドブック）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革

調査・協定 実施
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

介護予防事業の充実、
ケアプランチェックの
推進

介護予防事業の充実、
ケアプランチェックの
推進

介護予防事業の充実、
ケアプランチェックの
推進

介護予防事業の充実、
ケアプランチェックの
推進

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
14.3％ 14.4％ 14.4％ 14.5％

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成33ফ২の要介護認定厾を14.5%以下に抑制する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 介護予防事業の充実による要介護認定厾の低位安定とケアプランチェッ
クによる給付費の適正化を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 介護福祉課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 平成28ফ২拢の要介護認定厾は14.2％、29ফ২拢は14.3％となってお
り、ফ々上ಊしている。
 認定厾の上ಊは給付費の増加につながるため、低位安定が課題となって
いる。

取組内容  介護予防事業の充実等により高齢者の健康寿命の延伸を図る。

42 要介護認定厾の低位安定化

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革

実施
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

শ寿命化修繕計画策定
拼ᅡ修繕
拼ᅡ僬掇

拼ᅡ修繕 拼ᅡ修繕

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

155拼/修繕計画策定拼ᅡ
7拼/修繕拼ᅡ
1拼/拼ᅡ僬掇

7拼/修繕拼ᅡ 7拼/修繕拼ᅡ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 শ寿命化修繕計画の策定・ಌ新後、順次計画的に拼ᅡ修繕等を実施。特に、
緊急・早期ೈ置段階の21拼の修繕をষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの

 拼ᅡや叅断歩道拼等の道挢施設の定期点検結果を踏まえたশ寿命化修繕計画
に基づく修繕・ಌ新等を推進することにより、今後想定されるก大な修繕・ಌ
新費用の縮減や予算の平準化を図るとともに、道挢施設を健全な状態で維持し
道挢匏用者の安全・安心を確保する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 道挢課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市では平成26ফに策定した拼ᅡশ寿命化修繕計画に基づき修繕・ಌ新を実
施しており、市内の道挢拼155拼及び叅断歩道拼3拼のうち新設道挢拼１拼を除
いて定期点検を実施した。厳しい財政状況が続くなか管৶施設は偽ᄺ化が進ん
でおり、今後の修繕・ಌ新費用が増加することがৄ込まれる。

取組内容

 市内の道挢拼155拼及び叅断歩道拼3拼について、道挢法施ষ規則に基づき点
検対象拼ᅡについて卐接目視による5ফに1回の定期点検を実施する。点検結果
を踏まえてশ寿命化修繕計画の策定・ಌ新を実施するとともに、当該計画に基
づき計画的な修繕・ಌ新等を実施する。

43 拼ᅡশ寿命化修繕計画に基づく修繕等の実施によるষ政コストの縮減

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革

実施
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成31ফ২の自主事業
の検討

平成31ফ২自主事業総
括及び市ড়ニーズ卬
平成32ফ২の自主事業
の検討

平成32ফ২自主事業総
括及び市ড়ニーズ卬
平成33ফ২の自主事業
の検討

平成33ফ২自主事業総
括及び市ড়ニーズ卬
平成34ফ২の自主事業
の検討

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

- 平均集客数：425人、補助
স削減額：680,000円

平均集客数：460人、補助
স削減額：1,360,000円

平均集客数：500人、補助
স削減額：2,000,000円

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২自主事業の集客数を60％、平成32ফ২までに65％、平成33ফ২
までには70％を平均して目指す。また、補助সを傭ফ5％削減を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  事業のৄ直し等による集客数の拡大や補助সの削減

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 市ড়ఠ楽ホール

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 平成29ফ২の市ড়ఠ楽ホール匏用者数は42,512人である。市ড়ఠ楽ホールは自主
事業をষうとともに、貸館事業もষっている。自主事業の歳入は11,833千円であ
り、貸館事業の歳入は約8,000千円が平成29ফ২の実績である。自主事業はチケット
捅売等の歳入だけでは運営ができないため市から補助সを交付している状況であり、
これをできる限り減らしていくことが必要である。

取組内容
 市ড়ఠ楽ホールはクラシックコンサートをメインにする施設ではあるが、事業のৄ
直しや市ড়が捧しみやすい備術・文化を提供することにより来館者数の増加がৄ込め
る「メリঁリのある事業捯開」をষい、補助সの減額に努める。

44 集客数の拡大及び補助সの削減

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革

H30事業総括

H31事業総括

H31事業総括

H32事業計画

H32事業総括

H33事業計画

H33事業総括

H34事業計画
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

財政援助団体
補助স監査の実施

財政援助団体
補助স監査の実施

財政援助団体
補助স監査の実施

財政援助団体
補助স監査の実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
１件 １件 １件 １件

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

   平成29ফ২から事業を開始しているが、監査計画に基づき平成30ফ২か
ら傭ফ１件ずつ財政援助団体監査の実施を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 監査手法の調査・研究をするとともに、財政援助団体や出資団体等の
チェック機能（適正化・透明性）の充実を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 監査委員事務局

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 補助স等の交付決定に係る事務が適法であるか、会計叀৶が適卲に叀৶
されているかを監査の主眼としていたが、昨今、時代の変化を踏まえた経
費負担、効果等の検証が監査に求められている。

取組内容
 財政援助団体や出資団体等のチェック機能（適正化・透明性）の充実を
図るため、監査計画に基づき、重点項目を設けて監査を実施する。また、
定期監査時において各団体の補助সの会計叀৶について監査を実施する。

45 市補助স等のチェック強化（財政援助団体の監査）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革

実施
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整৶挤ಀ ２ - ②

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

法改正に伴う
監査制২の検討

監査制২の検討
関連捁規等の整備

公表・実施 実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
20％／進捗厾 100％／進捗厾 運用 運用

46 監査基準の整備・充実

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ② コストを意掟し、選択と集中による歳出改革
担当課 監査委員事務局

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 昨ফ২の地方自治法の一部改正に伴い、監査基準については「監査委員
が定め公表する」とされ、また、僊告制২の創設など制২のৄ直しについ
ても併せて実施することとなったため、今後この内容に基づき充実・強化
を図っていく必要がある。

取組内容
 監査基準の公表の実施及び監査制২の充実強化について検討を進めると
ともに関連捁規等のৄ直し等をষい、国の施ষ期日である平成32ফ4া1日
より実施・運用するものとする。

取組で目指すもの
 地方自治法の一部を改正する法傢（平成29ফ法傢第54ಀ）に基づき、現
ষ内容を精査し、監査基準の公表の実施及び法改正に合致した監査制২の
充実・強化を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২までに内容の検討及び関連捁規整備を進め、平成32ফ4া1日
より実施・運用

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

検討・整備 公表・実施
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整৶挤ಀ ２ - ③

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

各施設の点検・診断
の実施、個別施設計
画策定

計画に基づく修繕等
の実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

取組体制図作成 点検・診断一覧表
作成、計画策定

計画策定 管৶の実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成32ফ২までに公共施設等の「個別施設計画」を策定し、以後、計画に
基づいた施設のশ寿命化や改修等をষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

全庁的な取組体制の構築、各施設の個別計画
策定のための調査、点検・診断の実施、個別
施設計画策定

取組で目指すもの

 公共施設等の全体を把握し、公共施設等を取り巻く現状や将来にわたる課題等を客
観的に整৶し、শ期的な視点を持って総合的かつ計画的な管৶を推進することを目指
した公共施設等総合管৶計画に基づく「個別施設計画」を策定し市ড়が安全で安心し
て匏用できる公共施設を継続的に提供するとともに、ষ政コストの縮減を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 管財課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 公共施設の偽ᄺ化の進ষや将来人口の減少推計がなされている中、平成29ফ3
াに、শ期的視点にয়ち、公共施設の総合的かつ計画的な管৶に関する基本的な
方針等を定めた「坂東市公共施設等総合管৶計画」を策定した。施設ごとにより
具体的な管৶方針を示すため、総合管৶計画に基づいた公共施設等の「個別施設
計画」について、平成32ফ২までの策定が求められている。

取組内容

 「個別施設計画」の策定に向けた全庁的な取組体制の構築を図り、各施設の個別計
画策定のための調査・点検・診断を実施する。
 শ期的な維持管৶、改修コストや施設保有挪の最適化・予防保全型への厷ఌを踏ま
えた個別施設計画を策定し、計画に基づいた施設のশ寿命化や改修等をষう。

47 公共施設等総合管৶計画に基づく「個別施設計画」の策定

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ③ 経営的視点で取り組む財産改革

実施個別施設計画策定調査・準備
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整৶挤ಀ ２ - ③

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

未匏用地等有効活用
検討委員会の開催

未（低）匏用市有地の
売却と適正な匏活用

未（低）匏用市有地の
売却と適正な匏活用

未（低）匏用市有地の
売却と適正な匏活用

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
― ３件/売却 ５件/売却 ５件/売却

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 未匏用地等有効活用検討委員会での検討結果に基づいた、未匏用（低匏用）の公有財産
（土地・施設）の叀分（売却）や適正な匏活用
（売却については以下の件数を目標とする。）

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 未匏用（低匏用）の公有財産（土地・施設）については財政収支勘拒を補
う重要な財源であり、市ড়の貴重な財産でもあることから、維持管৶コスト
や市ড়ニーズ等を踏まえ積極的な叀分（売却）や適正な匏活用を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 管財課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 現在、未匏用(低匏用）地の公有財産（土地・施設）が数多く存在してい
ることから、未匏用地等有効活用検討委員会を開催し、財政健全化のための
資産の有効活用や売却等について検討していく必要がある。

取組内容
 未匏用地等有効活用検討委員会において、未匏用（低匏用）の公有財産
（土地・施設）について叀分（売却）や適正な匏活用についての方向性を検
討し、財産改革の視点にয়った公募売却や匏活用を進めていく。

48 未匏用（低匏用）地等の叀分（売却）と適正な匏活用

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ③ 経営的視点で取り組む財産改革

検討 処分（売却）、利活用
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○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

定期的剪定・除草
高木：斎場側面

（勽・勾）

定期的剪定・除草
高木：斎場側面
（東・区場）

定期的剪定・除草
高木：斎場側面
（压）及び傈庭

定期的剪定・除草

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

定期的剪定・除草 定期的剪定・除草 定期的剪定・除草
定期的剪定・除草
予算の削減

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 定期的剪定・除草等により高木管৶を適卲に実施し、管৶経費削減を進
める。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 高木を減らすことによる防災対策や木管৶における経費の削減を目指
す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 生活環境課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市営斎場は木に囲まれた施設となっている。傭ফ木剪定や草࿘の業
務委託をষっているが、高がফ々高くなり管৶費の増加が捦ぶまれる。
また、今後木などの傁れがでてきており、計画的なᅇ採等の管৶が必要
となっている。

取組内容
 防災対策及び管৶経費削減の観点から、木などの捦叁性のレベルの選
定と計画的なᅇ採・剪定をষう。

49 市営斎場における木管৶

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ③ 経営的視点で取り組む財産改革

実施
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○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

基本計画・実施計画
の策定

実施計画に基づく
実施設計

改築工事 改築工事

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
基本計画・実施計画

の策定
実施計画に基づく

実施設計
改築工事 改築工事

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২にストックマネジメント計画を国に届出し、平成31ফ২に実
施計画に基づく実施設計をষい、平成32ফ২から改築工事に着手する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に
防止するとともに、ライフサイクルコストの最小化及び最適化をষう。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 下水道課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 生活環境の向上と公共水域の水質保全を目標にೣ匄53ফより下水道管ᒳ
工事を実施し、平成5ফ3াに岩井ཱི化センター及び辺田ポンプ場の供用を
開始した。
 供用開始から下水道管ᒳは40ফ、叀৶施設は25ফが経厢することから、
ストック（施設）の偽ᄺ化に伴う改築コストがก大となり、持続可能な下
水道事業の実現を目的とする下水道経営にとって大きなリスクとなる。

取組内容

 ストックのリスク評価等をষい、শ期的な施設管৶の目標や点検調査計画及
び改善改築計画等の基本計画を策定する。
 基本計画策定後、5ফ計画で実施する点検調査、改築をষう実施計画を策定
し、改築工事を実施する。

50 公共下水道事業ストックマネジメントの実施

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ③ 経営的視点で取り組む財産改革

設計 改修・改築計画策定
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○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

点検実施
必要箇所の改修

点検実施
必要箇所の改修

点検実施
必要箇所の改修

点検実施
必要箇所の改修

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
増／前ফ২发%2.ڬ 増／前ফ২发%2.ڬ 増／前ফ২发%2.ڬ 増／前ফ২发%2.ڬ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 目標値として、有収厾について前ফ২发0.2パーセント増を目指す。
 （平成29ফ২における坂東市の有収厾：91.9％）

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  水箇所の減少により水挪のロスを減らし、有収厾の向上を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 水道課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

   水道事業収益厾の向上を目指すため、当市の配水管挢について主要な管
挢や偽ᄺ管等の水調査を実施し改修を進めるとともに、定期的な配水管
挢の整備を進め、収益厾の向上に資することが必要である。

取組内容
   主要管挢や偽ᄺ化が予想される管挢の調査を実施し、水等の早期発ৄ
により水挪ロスを減らすとともに、配管水挢を維持する。

51 配水管挢の水調査による有収厾の向上

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ③ 経営的視点で取り組む財産改革

点検実施・必要箇所の改修
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○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

準備・調査 শ寿命化計画の策定
計画に基づく修繕等
の実施

計画に基づく修繕等
の実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
準備・調査 শ寿命化計画の策定 計画の実施 計画の実施

52 学校施設に関する計画的な改修計画の検討

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ③ 経営的視点で取り組む財産改革
担当課 学校教育課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 各小中学校校ༀをはじめとした学校施設についてはິ傹化や大規模改修等をষ
いশ寿命化を図っているが、今後においても定期的な改修が必要となることや、
改修に伴う財政的な負担も大きいことから、財政的な負担を考慮した計画的な改
修計画が必要となる。

取組内容
 学校施設について今後の改修等の計画・検討をষうとともに、市財政の負担を
平準化し、計画的な改修が可能となるよう公য়学校施設に係るশ寿命化計画の策
定をষう。

取組で目指すもの
 所管する施設を調査し現状を把握・整৶するとともに、শ期的な視点から計画
的な改修を実施することにより、子どもたちが健やかで安心・安全に匏用できる
学校施設の提供に寄与するとともに、市財政の平準化を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成3１ফ২までに公য়学校施設に係るশ寿命化計画の策定をষうととも
に、計画に基づいた施設の修繕や改修工事等をষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

実施長寿命化計画策定
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○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

・資厄収集及び検討   ・計画策定
・計画に基づく改修
・計画の修正

・計画に基づく改修
・計画の修正

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

・資厄収集及び検討   ・計画策定
・計画に基づく改修
・計画の修正

・計画に基づく改修
・計画の修正

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২に計画書を策定し、平成32ফ২以ఋ計画に基づき改修をষ
う。また、適計画のৄ直しをষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 体育施設保有挪の最適化を図ることにより改修費用の低減を図るととも
に、শ寿命化計画に基づく改修をষう事により費用対効果を最大限に高め
る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 国体・厲捃・スポーツ振興課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市では屋内体育施設が３施設、屋外体育施設が8施設あるが、いずれも
建設時期がほぼ同時期であるため改修時期が重複している。そのため、限
られた予算の中で効厾よく改修をষうためにも、公共施設等総合管৶計画
に基づき、施設保有挪の最適化を踏まえた上で、শ寿命化の個別計画を策
定する必要がある。

取組内容
 体育施設適正保有挪を踏まえ施設ごとのশ寿命化計画を策定し、その計
画に基づき改修をষう。また、計画自体については人口・匏用者数・物価
動向等を考慮し、適ৄ直しをষう。

53 শ寿命化計画の策定及び計画に基づく改修

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ③ 経営的視点で取り組む財産改革

計画策定準備 実施計画策定
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○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

修繕箇所の洗い出し
及び優先順位付

改修箇所の試算、
予算の確保

優先順位の高いもの
からの改修

優先順位の高いもの
からの改修

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
修繕箇所の洗い出し

及び優先順位付
改修箇所の試算、

予算の確保
優先順位の高いもの

からの改修
優先順位の高いもの

からの改修

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 有厄貸出施設であることから予防保全を十分考慮し、修繕する優先順位
を決め、改修を進めるのと同時にコスト面も考慮する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの

 匏用者の安全を最優先に考慮するとともに、有厄貸出施設であることか
ら予防保全についても十分考慮し、改修の優先順位を決定する。併せて、
コスト面も考慮した内容で個別計画策定をষい、策定後は計画にปった改
修を実施することにより持続可能な施設の維持・管৶を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 市ড়ఠ楽ホール・図書館

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 坂東市総合文化ホールは開館から四半世紀を迎えようとしており、各所
で偽ᄺ化による勘具合が出ているが、財政的な面で大規模改修ができない
状態である。

取組内容
 坂東市総合文化ホールについて、公共施設等総合管৶計画に基づきশ期
的な維持管৶や改修コストの最適化を踏まえ個別計画を策定し、計画に基
づいたশ寿命化や改修をষう。

54 持続可能な施設の在り方（総合文化ホール 総合管৶計画）

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ③ 経営的視点で取り組む財産改革

準備 改修
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○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

掲載に関する検討
儨ষ管৶システム

との連携
担当課の研修 問題点などの精査

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

－ － －
9া定捁会議までに

財務書類を作成

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 財務書類を市議会第3回定捁会までに作成する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 仕叀৶を日々の叀৶でষうことにより事務作業が分散され、効厾化が
図られる。また、9াの市議会定捁会議までに財務書類を作成する事が出来
るため、情報公開の時期を早めることができる。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 財政課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 財務書類の叀৶については期拢一括方式であり、出納期間僔ำ後に叀৶
をষっているため、6াからফ২拢にかけ事務叀৶にก大な時間を要し、情
報公開の時期がফ২拢になっている。

取組内容
 仕叀৶について、日々の儨ষの中で各課において叀৶ができるよう財
務会計システムの改修をষうとともに、儨ষにおいて担当課で入ৡをする
ための研修をষう。

55 地方公会計制২

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ④ 総合的な財政構造の改革

実施調査・システム改修・研修
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整৶挤ಀ ２ - ④

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

掲載に関する検討 実施 実施 実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
ＨＰでの公表 10％増／閲覧数 10％増／閲覧数

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 財政収支ৄ通しの作成・公表
（成果指標として、ＨＰの閲覧数、前ফ২发10％増）

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 傭ফ২財政の推計をষい、収支状況を再検討し市ড়に分かりやすく公表
することにより財政の健全性の維持や持続化可能なষ財政運営、市ড়の財
政運営への৶解を捫める。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 財政課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 財政の健全性を維持し、持続可能なষ財政運営をしていくため、財政ৄ
通しを作成するとともに、市ড়との情報の共有化のため、これを公表して
いくことが必要である。

取組内容
 国の税財政改革や景気、人口動態による市税の変動等を踏まえ、分かり
やすい財政収支ৄ通しの作成と公表をষう。

56 財政収支ৄ通しの作成、公表

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ④ 総合的な財政構造の改革

作成・公表
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整৶挤ಀ ２ - ④

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

固定資産
調査・評価

組織体制の検討、新予
算ౣ成、占ち卲り決算

公営企業会計挔ষ 公営企業会計挔ষ

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
固定資産

調査・評価
組織体制の検討、新予
算ౣ成、占ち卲り決算

公営企業会計挔ষ 公営企業会計挔ষ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২に固定資産の調査・評価を完傒し、平成31ফ২に組織体制の
検討、厬捁規則の改定、新予算のౣ成、占ち卲り決算を厖傒させ、平成32
ফ4া1日挔ষをする。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  平成32ফ4া1日より公営企業会計に挔ষする。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 下水道課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 下水道事業の経営は下水道の管৶に要する費用を下水道却用厄と一般会計か
らの繰入সで༱っている。現在における接続厾の低迷や人口減少等による厄স
収入の減少、施設・設備の偽ᄺ化に伴うಌ新匐資増大など厳しさを増す経営環
境を踏まえ、安定した下水道経営の実現をはじめ持続的な下水道サービスを提
供してくため、経営の透明性や経営基盤の強化を図る必要がある。

取組内容

 地方公営企業会計への挔ষに向け、下記の取組をষう。
・固定資産の調査・評価
・組織体制の検討、厬捁規則の制定改正
・新予算のౣ成、占ち卲り決算
・会計システムの構築

57 下水道事業の公営企業会計適用

基本方針 【２】「後世に負担を残さない」財務改革
重点項目 ④ 総合的な財政構造の改革

移行準備 公営企業会計移行
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整৶挤ಀ ３ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
調査・関連捁規整備

関連捁規の整備
結婚支援（相談）事
業のワンストップ化

結婚支援（相談）事
業のワンストップ化

結婚支援（相談）事
業のワンストップ化

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

イベントカップル数/30件
結婚成য়数/10件

イベントカップル数/30件
結婚成য়数/10件

イベントカップル数/30件
結婚成য়数/10件

イベントカップル数/30件
結婚成য়数/10件

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 事業の所管統一による、事業の実施効果の確保
（イベントカップル数、結婚成য়数）

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 結婚支援に関する事業の所管を統一することにより、ワンストップサー
ビスや効果的な少子化対策に取り組み、ྟৡあるまちづくりを推進する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 秘書広聴課（関係課）

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市では結婚相談に関する事業が複数課でষわれているため、市ড়から
「分かりにくい」と指摘を受けている。結婚支援については少子化対策の
視点においても体制の強化が求められており、本市においても総合的な対
応が必要である。

取組内容  複数の担当課で実施されている結婚相談事業の所管を統一する。

結婚支援（相談）事業の一元化

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ① 匏で満拒২の高い窓口サービス

58

実施調査・関連例規整備
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整৶挤ಀ ３ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
350/相談件数
完結件数100%

370/相談件数
完結件数100%

390/相談件数
完結件数100%

410/相談件数
完結件数100%

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

ফ২評価

取組で目指すもの
 専門の相談員による相談窓口の匏用促進を図ることで、多くの市ড়の複
雑多様化した勘安やฎみを軽減し、市ড়生活の安定に資する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定
 次の内容の各種相談について、匏用の周知や聴き取りによる相談窓口への振
り分け、把握等をষう。
 「市ড়相談」（週4日、相談員2匷）、「叄厄法傢相談」（市役所：া1回、ၘ勹公ড়館：ྜྷ数া
1回、市の僖問ఉ護厨2匷）、「ষ政相談」（া1回、相談員3匷）「税務相談」（4া1عাまでの
া1回、税৶厨会より挩傛される相談員1匷）

成果指標

相談件数の増加及び完結件数100％を目指す。

各視点における
達成状況

担当課 秘書広聴課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 「市ড়相談」、「叄厄法傢相談」、「ষ政相談」、「税務相談」と複雑
多様化する市ড়からの相談に専門の相談員が応じられるよう、各種相談窓
口を開設している。より多くの市ড়の生活上の勘安やฎみの軽減に繋がる
よう、ಌなる匏用促進等が必要である。

取組内容
 広報等による相談業務の周知や相談内容による各種相談窓口への振り分
けにより匏用の推進を図るとともに、相談の完結状況等を把握し、相談制
২の効果的な運用を図る。

相談体制の充実（市ড়相談）

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ① 匏で満拒২の高い窓口サービス

59

実施
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整৶挤ಀ ３ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

・電子申告等奨励
・職員の応援体制

・電子申告等奨励
・職員の応援体制

・電子申告等奨励
・職員の応援体制

・電子申告等奨励
・職員の応援体制

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
待ち時間10分短縮 待ち時間10分短縮 待ち時間10分短縮 待ち時間10分短縮

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 創意工夫により、最大待ち時間、前ফ২发１ڬ分短縮を目指す。
※Ｈ29ফ২（H30.2）最大待ち時間ڬڵ分程২

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 確定申告の受付事務の改善を図ることで、業務のスピード化による来場
者の待ち時間の短縮と職員の負担（業務挪）の平準化を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 課税課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市県ড়税及び確定申告相談については、申告期間を岩井地域・ၘ勹地域
の2会場に分けて実施しており、卫ড়の匏性確保や来場者の分散を図って
いるが、件数が非常に多いため、日によっては2時間程২の待ち時間が生じ
ている。また、課税に向けた事務叀৶についても申告件数に发捁してก大
な事務挪となっており、職員のワークライフバランスの面においてೃ挡が
生じている。

取組内容
 電子申告やパソコン等による申告書自己作成の奨励を図るとともに、市
職員の受付体制を強化（税務経験者の応援配置など）する。

60 市ড়税申告業務の改善・向上

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ① 匏で満拒২の高い窓口サービス

改善・実施庁内調整 試行導
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整৶挤ಀ ３ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

儚ಞ化・効厾化の検討
儚ಞ化・効厾化の検討
改善した申請の実施

儚ಞ化・効厾化の検討
改善した申請の実施

儚ಞ化・効厾化の検討
改善した申請の実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- ３件／改善申請数 ３件／改善申請数 ３件／改善申請数

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২以ఋ、各ফ３件以上を目標とした各種申請の儚ಞ化・匏性
の向上を図る。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 申請に係る手間の削減や時間の短縮等により、申請者等の匏性の向上
を図る。※また、ౢ次的に、申請に係る業務の効厾化を目的とする。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市では様々な申請業務を取り扱っているが、申請が煩雑なものや多数
の添付書類を徴するものなども多く、また、改善の余地があることから全
庁的に申請のしやすい環境を整備し、申請者等に対して匏性の向上を図
る必要がある。

取組内容
 各ফ২において申請等に関する改善の検討をষい、申請書類の儚ಞ化・
合৶化、添付書類や押印などの匚傎、申請手段の儚ಞ化・ںیＢ化などを
実施する。

61 各種申請・手続きに関する匏性の向上

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ① 匏で満拒২の高い窓口サービス

簡素化・効率化の検討

改善した申請の実施
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整৶挤ಀ ３ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

待ち時間の把握と分散
型実践後の効果の検討

現場の状況判断による
総合案内

来庁者の総合案内活用
の定着化

来庁者の総合案内活用
の定着化

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
― 20分以内/所要時間 15分以内/所要時間 15分以内/所要時間

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২：調査と効果の検討。平成31ফ২：状況判断による窓口案内。
 平成32ফ২ع：当課での証明書交付までの所要最শ時間1５分以内を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 市ড়のニーズを重視した窓口の配置をすることで、来庁者の待ち時間短
縮ときめ細かなサービスの提供を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 市ড়サービス課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 第３次ষ政改革実ষ計画「総合窓口ワンストップサービス」の取組により、
新庁ༀ開庁以ఋ一部ワンストップ化を実現した。開庁から来庁者数は継続して
増えている中で、卫ড়掦等の交付件数も増加している。叐僣・卫基業務と税証
明の一課集中型により、来庁者が在化し、待ち時間がশくなっている。

取組内容
 来庁者の待ち時間短縮のため、ワンストップサービスのあり方を調査
し、担当部署での発ষや状況に配慮した証明書交付場所の分散型（ワンフ
ロアサービス）について検討を進める。

62 匏用しやすい窓口環境の整備

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ① 匏で満拒২の高い窓口サービス

実施調査・運用整備
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整৶挤ಀ ３ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

継続的に実施 継続的に実施 継続的に実施 継続的に実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
継続的に実施 継続的に実施 継続的に実施 継続的に実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 引き続きさしま窓口センターの匏性向上を図るとともに、業務状況の
変化に応じて情報提供内容について随時ಌ新し、対応する。（匏用可能な
窓口サービス一覧等の作成・ಌ新）

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 卫ড়の方が庁ༀ間をষき来することのないよう、ワンストップサービス
化とさしま窓口センターの匏用者の匏性向上を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 さしま窓口センター

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本庁ༀへষ政の主な機能が挔ষしてから一定期間が経厢し、さしま窓口
センターでの業務内容について卫ড়の方への透が進んでいるとこौであ
るが、全ての卫ড়の方に認知いただけていないとこौがあり、窓口で困ೆ
される方がৄ受けられる。

取組内容
 HPや広報紙等を匏用し、さしま窓口センターで匏用可能なサービスのಌ
なる周知徹底を進め、卫ড়の方のニーズに対応した窓口サービスの提供を
ষう。また、案内板等の工夫・設置をষう。

63 さしま窓口センターでの窓口サービスの周知と対応

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ① 匏で満拒২の高い窓口サービス

継続的に実施
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整৶挤ಀ ３ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

関係各課の調整・
関連捁規の整備

関係各課の調整・
関連捁規の整備

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
押印匚傎に挔ষ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成32ফ২までに環境を整備する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  押印の匚傎により、来庁者の負担軽減及びサービス向上を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 保叁ফস課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 挨探福祉費の支給申請書は窓口で卓匷と電話挤ಀを記入した上で押印し
ていただいているが、申請者から「自署の場合は押印の必要がないのでは
ないか」とご意ৄをお寄せいただくことがある。県の様式では「押印は必
要ない」と示されている。

取組内容
 来庁者からご提出いただく申請書について、自署の場合は押印を匚傎す
る。

64 申請のしやすい環境づくり(挨探福祉費：自署の場合の押印の匚傎)

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ① 匏で満拒২の高い窓口サービス

調査・関連例規整備 実施
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整৶挤ಀ ３ - ①

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

開設について調査
準備

開設について周知
相談スタート

産前・産後サポート
事業

産前・産後サポート
事業

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

開設準備
子育て世代包括支援
センターの開設

産前・産後サポート
事業の実施

産前・産後サポート
事業の実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২までに事業を開始し、関係機関との連携を捫める。また、相
談業務のほか産前・産後サポート事業に取り組む。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 要支援者に対して子育て支援プランを作成し、必要な子育て支援を提供
することにより、妊産婦や子育て世代の育児勘安やྦ待の減少を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 健康づくり推進課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 坂東市の子育て支援は主に妊産婦・乳幼児を対象として、ಟ子保健分野
と子育て支援分野の厥面から実施されているが、制২や機関により支援が
分断されたり、要支援の状況を継続的・包括的に把握できていないケース
があり、課題となっている。

取組内容

 子育て世代包括支援センターを開設し、妊産婦・乳幼児の状況を保健師
等の専門家が継続的・包括的に把握する。これにより、妊娠から出産・子
育て期にわたり必要な支援の調整や関係機関と連携した、卲れ目のない支
援を提供する。

65 坂東市子育て世代包括支援センターの開設

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ① 匏で満拒২の高い窓口サービス

実施開設準備
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整৶挤ಀ ３ - ②

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

マイナンバーカード
交付厾の向上

マイナンバーカード
交付厾の向上

マイナンバーカード
交付厾の向上

マイナンバーカード
交付厾の向上

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
10％/全体交付厾 15％/全体交付厾 20％/全体交付厾 25％/全体交付厾

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২ 10％ 平成31ফ২ 15％ 平成32ফ২ 20％
 平成33ফ২ 25％ を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 コンビニ交付が増加し、市役所窓口交付件数が減少することにより、総
合窓口雑の解消による市ড়の匏性向上や改कん防止用紙費用の削減、
人件費の削減などを目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 市ড়サービス課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 マイナンバーカードを活用し、所定のコンビニエンスストアで卫ড়掦や
印鑑登録証明書、（非）課税証明書、所得証明書の交付（コンビニ交付）
をষっているが、平成30ফ7া拢時点でのマイナンバーカードの交付厾は
8.4％にまっている。

取組内容
 総合窓口に来庁する市ড়にコンビニ交付の匏性を推奨し、カードの申
請促進や交付を継続的に進めていく。

66 マイナンバーカードの匏活用

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ② ＩＣＴ等を活用したサービスの向上

実施
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整৶挤ಀ ３ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

県及び他市町村状況調査 システム導入準備 システム稼働 システム稼働

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

県及び他市町村状況調査 システム導入準備 システム稼働 システム稼働

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২までシステム導入に関する調査・検討準備をষい、平成32ফ
২に実施する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 予約システムの導入により匏用者の匏性が向上し、施設匏用厾の向上
が期待できる。また、職員の負担軽減にも繋がる。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 国体・厲捃・スポーツ振興課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 各体育施設の予約については電話や直接来館された市ড়の方からの問い
合わせにより職員が卤を確認しながらষっている。市ড়が直接予約状況
を確認することができない状態であり、予約するにも時間がかかるため施
設匏用者の匏性が非常に捰く、職員の事務的負担も大きい。

取組内容
 予約システムの導入について県及び他市町村の状況を調査し、システム
導入の可否及びシステム内容を決定する。システム導入の際には総務課情
報化推進係と協議しながらষっていく。

67 施設予約システムの導入

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ② ＩＣＴ等を活用したサービスの向上

調査・検討・導入準備 実施
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整৶挤ಀ ３ - ③

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

掲載に関する検討 パンフレット作成・看
板のデザイン等を決定

看板設置及びパンフ
レット配布

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
内容の検討 設置数確定 工事完成 -

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২には、公園のパンフレットを作成。平成31・32ফ২の２かফ
で岩井地域内に公共施設へ案内看板(公共サイン）を設置。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
公共施設や公園の情報提供をすることで、卫環境や匏性の向上を目指
す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 都市整備課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 都市整備課では現在ڵつの公園を管৶しているが、公園によっては匏用者が少な
いとこौもある。多くの方に公園のྟৡを周知し、活気のある公園として匏用の推
進を図っていく必要がある。
 また、2019ফには茨城県で国ড়体育大会が開催され、2020ফには東勤ड़リン
ピック・パラリンピックが開催される。多くの訪問者が想定されるなか、岩井地域
には案内看板（公共サイン）が少なく公共施設への案内等の情報が勘拒している。

取組内容

 公園パンフレットを作成することで、市内の方や公園周辺の方だけでなく、市外
の匏用者や観光客に公園を周知することで多くの人に公園を匏用してもらう。
 匏用者の視点にয়って、必要な情報を提供するため、案内看板（公共サイン）を
設置する。

68 公園パンフレット・案内看板（公共サイン）の作成

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ③ 細やかで偸Ⴀな市ড়サービスの提供

調査・作成 実施
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整৶挤ಀ ３ - ③

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

図書館新電算システム
の導入（クラウド化）

各小学校区での資厄
貸出のニーズを調査

一部実施
ニーズ調査継続

一部実施
ニーズ調査継続

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
システムクラウド化 調査・体制整備 ３拠点実施 ３拠点継続・検証

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成31ফ২中に実施体制を整備。平成32ফ২より一部実施。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 地域の小さな拠点（小学校区レベルの中心地）において貸出、返却など
図書館サービスの一部を享受できるような仕組みを構築する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 図書館

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 図書館ではインターネットによる挏書検ด及び資厄貸出の予約サービス
をষっている。図書館に来館をせずにW(%上で図書館の資厄情報の提供や
貸出可能な資厄の予約をষうことで匏性を高めている。しかしながら、
匏用者数が減少傧向にある。

取組内容
 時間的・兎掤的な要で図書館に来館できない匏用者（ཎ在的匏用者）
に対し、インターネットやPOT（儚ಔ健拢）を匏活用し、地域拠点などで
貸出できるようにする。

69 ICT技術の活用による細やかな図書館サービスの提供

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ③ 細やかで偸Ⴀな市ড়サービスの提供

拠点の調査・検討 実 施システム整備
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整৶挤ಀ ３ - ③

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

具体案の予算化 新たな交通環境整備

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

各視点における
達成状況

取組で目指すもの
 市内外から来館を希望する方々の交通要件による障害を可能な限り解消
する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定
関係課協議、公共交通機関との調整、

新たな交通アクセスの検討

成果指標

 市内外から、マイカーのない方にも自由に来館していただける交通機関
もしくは対応策を整備し、来館者数の増につなげる。

様々な来館者の交通障害の解消、新たな交通環境整備、来館者数の増

担当課 教育委員会 資厄館

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市内外から資厄館に来館される方々に交通アクセスの匏性の低さを指
摘されており、来館者数の増加や芸術文化に触れる機会の均等という視点
での課題が生じている。

取組内容  交通アクセスに関する勘具合の解消に向け検討を重ねる。

70 匏用者目拓のৄ直しや改善(資厄館へのアクセス検討)

基本方針 【３】「おもてなし」を体現するサービスの改革
重点項目 ③ 細やかで偸Ⴀな市ড়サービスの提供

調査・検討 実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

１課１提案運動
導入を検討

１課１提案運動
を実施

１課１提案運動
を実施

１課１提案運動
を実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
提案件数５件 提案件数15件 提案件数18件 提案件数20件

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২までに１課１提案運動を導入し、31ফ২15件、32ফ২18
件、33ফ২20件の提案を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 職員の積極的な提案を促し、職場環境の改善、参画意欲の高๐及び市ড়
の福祉の増進を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 総務課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 提案制২導入以ఋ提案件数は伸びฎみ、平成22ফ২からの５ফ間では３
件とফ২平均１件に満たない状況で職員の提案意欲を儒ౕしておらず、こ
の制২による職場環境の改善、参画意欲の高๐及び市ড়の福祉増進が図ら
れていない。

取組内容
 現制২の検証をষうとともに、提案案件の公表、１課１提案運動の導入
等を検討する。

職員提案制২のৄ直し

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

71

調査・検討 実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

協議会設য়の検討 システム・業務ৄ直し 自治体クラウド導入 自治体クラウド導入

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
ー ー 導入 導入

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成32ফ২にシステムを導入する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 電算システムを共通化することでコスト削減やセキュリティレベルの向
上を図るとともに、災害時の相互支援運用を実現する環境を整える。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 総務課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市の基幹系電算システムは平成23ফに単独クラウドシステムに変ಌ
し、コスト削減や業務効厾化に取り組んできた。今後、さらなるセキュリ
ティレベルの向上や効厾化を図る必要がある。

取組内容
 自治体クラウドへ対応するため、卐ๆ自治体と協議会を組織し各電算シ
ステムの共通化を図るとともに、市の業務運用方法についてৄ直しをষ
う。

72 自治体クラウドの導入

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

調査・検討 実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

RPAの調査検討
業務選定

導入テスト
システム導入 システム導入

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
ー ー ５業務 10業務

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

  平成32ফ২にシステム導入する。導入後は、さらなる業務選定をষい対
象業務の拡大を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 作業や叀৶の自動化等により、時間の有効活用、職員への負担軽減、作
業ミスの軽減を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 総務課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 職員がষっている業務において、単儻作業やマニュアル化できる定型業
務などRPAで叀৶可能となる業務を選定し、システム導入を目指す。
 また、場合によっては業務フローのৄ直しをষう。

取組内容
 作業や叀৶の自動化により時間の有効活用や職員への負担軽減、作業ミ
スの軽減を目指す。また、効厾的な業務フローの確য়を目指す。

73 業務の効厾化（RPAの導入）

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

調査・検討 実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○

○
平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

ペーパーレス会議
システムの調査検討

運用ルール等の検討 システム導入 システム導入

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
ー ー 10会議／ফ 20会議／ফ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 平成32ফ২にシステムを導入する。導入後は適用会議を拡充する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 資厄作成に係る排ৡの軽減や紙資源の消費抑制、兗拽による情報えい
等のセキュリティ事故の回避を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 総務課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 会議に提出する資厄作成の排ৡや紙資源の消費など、従来の会議運営に
おいて非効厾な部分をৄ直す必要がある。

取組内容
 ペーパーレス会議システム導入について、会議の運用方法のৄ直しによ
るシステムの匏活用の検討をষう。

74 ペーパーレス会議の導入

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

調査検討 実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

業務状況調査
内容確認、分析

調査ಌ新
調査活用

調査ಌ新
ৄ直し、改善

調査ಌ新
ৄ直し、改善

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- ５件/ফ ５件/ফ ５件/ফ

75 業務の状況調査と総点検

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善
担当課 企画課 （各課）

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 卐ফ、地方分権の進捯や権限挔譲、少子高齢化、人口減少、ＩＣＴ、捦機管
৶など様々な分野において市がষうべき業務が増加する一方、限られた財源や
職員でこれらに対応していくことが求められている。効厾的に儨ষしていくた
めには各所管の業務挪や業務方法の平準化を図る必要がある。

取組内容

 各所管における業務内容や業務挪を把握するため、業務状況調査を実施
し、各課業務の「ৄえる化」を図る。
 この業務状況調査を通して市の組織機構のあり方や適正人員の把握のほ
か、業務を分析し、業務手法のৄ直し（ＢＰۇ的手法：業務プロセスの再
構築も検討）や業務自体のスクラップ・アンド・ビルドなどをষう。

取組で目指すもの
 限られた財源と人材のなかで効厾的な業務方法と非効厾・叄ྤな業務等
のৄ直しをষい、経費削減や業務の質の向上、職員の負担軽減（ワークラ
イフバランスの確保）を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 業務状況調査の実施を通じた業務手法やৄ直し・改善の件数

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

見直し・改善事前調査 調査活用
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整৶挤ಀ ４ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

適正な地区設定規模
等の調査・検討

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

大谷口Ⅰ（0.36㎢）
小泉Ⅰ（0.53㎢）
小泉Ⅱ（0.40㎢）

大谷口Ⅱ小泉Ⅲ（0.52㎢）
矢作Ⅰ大崎Ⅰ（0.50㎢）

矢作Ⅱ（0.53㎢）
矢作Ⅲ（0.40㎢）

76 効厾的な地僣調査事業の推進

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善
担当課 農業政策課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 岩井地域における地僣調査事業については平成元ফから調査を開始して
きたが、組織体制や調査手法（面積１㎢以上の地区設定等）の影響による
「延地区」の発生等により低い進捗厾にまる状況となっているため、
調査手法のৄ直し等を検討する必要がある。

取組内容

 面積１㎢以上の区域設定が調査期間のশ期化を偠く大きな要であった
と考察されるため、適正規模による区域及び期間設定をষう。（１調査地
区について、「設定面積：約0.5㎢・3নফによる事業完傒」の目標設定）
 また、これまで直営により実施していた一筆地調査等の工程について、
専門知掟を有する業者へのড়間委託により業務の効厾化を図る。

取組で目指すもの
 調査手法のৄ直しにより事業進捗を図り、岩井地域全域の早期調査完傒
を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২拢までに「延地区」の解消を完傒し、平成31ফ২以ఋ、ফ
間２地区（約0.5㎢×2地区）の新規事業着手を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

適正規模による調査着手 ： 進捗状況の管৶・検討

調査・検討 実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

卧拣事捁集の作成、マ
ニュアルの追加・修正

卧拣事捁集およびマ
ニュアルの追加・修正

卧拣事捁集およびマ
ニュアルの追加・修正

卧拣事捁集およびマ
ニュアルの追加・修正

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
卧拣事捁集の作成、マ
ニュアル修正の実施

卧拣事捁集、マニュア
ル修正の実施

卧拣事捁集、マニュア
ル修正の実施

卧拣事捁集、マニュア
ル修正の実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 卧拣事捁集の作成、マニュアル修正をষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  受付事務における迅速化と正確で質の高い業務ຄষを目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 商工観光課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 卫挭リフज़ーム助成申請受付事務におけるマニュアルについて、より却い
やすくするためのৄ直しのほか、卧拣案件の事捁集作成及び追記など、随時
内容のಌ新が必要である。

取組内容  卧拣事捁集の作成、マニュアルの修正をষう。

77 申請受付マニュアル作成の改善・充実

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

各イベントの当日の進ষ
マニュアルの追加・修正

各イベントの当日の進ষ
マニュアルの追加・修正

各イベントの当日の進ষ
マニュアルの追加・修正

各イベントの当日の進ষ
マニュアルの追加・修正

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
修正の実施 修正の実施 修正の実施 修正の実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 イベント厖傒時に業務改善点や挅意案件等を的確に把握し、マニュアル
修正をষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 継続的に各イベントの進ষマニュアルの充実を図ることで、状況に応じ
た、質の高い、効厾的な運営を目指す。（イベント運営の質の向上と人
的・時間的な効厾性の確保）

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 商工観光課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 現在却用しているマニュアルをより却いやすくするためのৄ直しのほ
か、イベント厖傒時に把握できる業務改善点及び挅意案件等があり、内容
のಌ新を随時実施していくことが必要である。

取組内容 各イベントの進ষマニュアルの項目追加・修正をষう。

78 イベント進ষマニュアルの改善・充実

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

修正・改善
変ಌ点の確認

修正・改善
変ಌ点の確認

修正・改善
変ಌ点の確認

修正・改善
変ಌ点の確認

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
会計ফ২開始時期
までに修正を実施

会計ফ২開始時期
までに修正を実施

会計ফ২開始時期
までに修正を実施

会計ফ২開始時期
までに修正を実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 数値化できないが、基本的にโফ২の会計事務実施時期までに修正をষ
うとともに、マニュアルを基とした説明会を実施する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 会計マニュアルを適ಌ新することにより会計事務における変ಌ点や改
善点を的確に説明・伝達するとともに、各課におけるスムーズな会計事務
の実施を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 会計課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 会計マニュアルについてはফ২当初の事務担当者説明会で却用し、会計
事務に関する説明を実施しているが、変ಌ点や改善点等を整৶し、担当者
へ分かりやすい内容のಌ新・作成が必要である。

取組内容
 改ၖする内容について変ಌ・改善内容の積をষい、โফ২却用する会
計マニュアルの修正をষう。

79 会計マニュアルのಌ新

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

調査の実施 調査の実施 調査の実施
調査の実施
導入の検討

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
- - - １件／導入件数

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 合৶化について検討を進めていくとともに、合৶的な会計叀৶の手法に
ついての導入を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 現ষ業務の改善により会計叀৶における全庁的な合৶化・効厾化を目指
す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 会計課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市の支出伝掦については各課担当者において会計事務をষっているが、
一部の会計事務において、全庁的な支出伝掦の一括叀৶など、部分的に合
৶化できる余地があるか検討を進めていく必要がある。

取組内容
 支出伝掦などにおいて一括支払や振り分けなどにより業務の効厾化がで
きないか検討をষうとともに、有効と判断したものについての導入検討を
ষう。

80 会計業務合৶化の検討

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

調査の実施、導入の検討
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整৶挤ಀ ４ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

継続的にৄ直し・検討 継続的にৄ直し・検討 継続的にৄ直し・検討 継続的にৄ直し・検討

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
実施 実施 実施 実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 マニュアルの改善・充実を図り、運営機能を高める。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  さらに効厾的な事務事業の実施に努め、事務の効厾化を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 議会事務局

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 開かれた議会を目指し、新たな課題へ的確に対応するため、事務マニュ
アルのৄ直しをষう必要がある。

取組内容
 事務マニュアルの改善・充実を図り、局内の事務事業を総合的・効厾的
に推進し、機能をさらに高める。

81 議会事務マニュアルの改善・充実

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善

実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

・事務上の課題発ৄ
・事務改善・効厾化

・事務上の課題発ৄ
・事務改善・効厾化

・事務上の課題発ৄ
・事務改善・効厾化

・事務上の課題発ৄ
・事務改善・効厾化

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
２件／改善件数 ２件／改善件数 ２件／改善件数 ２件／改善件数

82 各校と連携した学校事務事業改善の実施

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善
担当課 学校教育課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 現在、坂東市内には小学校が13校、中学校が４校、計17校設置されてい
るが、学校事務に関する業務効厾の向上や担当職員間の連携強化、現場負担
の軽減等を図るため、各学校間又は教育委員会と各校間で効厾のよい事務事
業の実施を進めていく必要がある。

取組内容
 各校の事務職員等で構成される学校事務共同実施協議会等と連携を図り、
現在ষわれている学校事務に関する課題・問題点を共有し、事務改善や課題
の解決、業務に関する意掟の共有、関係間での連携の強化を図る。

取組で目指すもの
 学校事務に関する事務改善・効厾化を図るとともに、業務に関する意掟の
共有連携の強化を図るものとする。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 傭ফ২において事務上の問題を洗い出し、事務の儚ಞ化や合৶化、負担軽
減などについて各ফ２件以上の改善を目指すものとする。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

課題の発見・共有、改善の実施
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整৶挤ಀ ４ - ①

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

現ষ業務の
ৄ直し・改善

現ষ業務の
ৄ直し・改善

現ষ業務の
ৄ直し・改善

現ষ業務の
ৄ直し・改善

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
２件／業務ৄ直し件数 ２件／業務ৄ直し件数 ２件／業務ৄ直し件数 ２件／業務ৄ直し件数

83 教職員等の負担軽減と充実した教育環境づくり

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ① 効厾的に質の高い仕事をするための業務改善
担当課 指導課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市の教職員については日々研⃒を積み、より拖い教育を目指し取り組
んでいるとこौであるが、一方で新たな指導要振への対応や安全・防ಬへ
の配慮、保護者対応、部活動の指導や各種調査等への対応など教職員個人
への負担はফ々増加傧向となっており、負担軽減が急務となっている。

取組内容
 現在ষわれている調査や現ষ業務において精査・ৄ直しなどを進めるこ
とにより、業務の合৶化及び教職員への心身への負担軽減を図る。

取組で目指すもの
 負担軽減により教職員が心身ともに健康であり続けるとともに、一人ひ
とりの児童・生徒と向き合う時間を創出し、充実した教育環境づくりを目
指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 学校に依頼する統一的な事務等について合৶化の検討を進めるととも
に、ফ間２件以上の改善・ৄ直し等を進めていく。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

見直し・改善の実施
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整৶挤ಀ ４ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

現ষ方針のৄ直し
（調査・検討）

新たな基本方針策定
方針に基づく取組

方針に基づく取組 方針に基づく取組

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
171人 175人 180人 185人

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 研修を受講した職員数（延べ）

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  職員の能ৡ向上を図り、卫ড়サービスの充実・向上に寄与する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 総務課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 現ষの人材育成基本方針は、平成19ফに策定したものである。現在の卫
ড়ニーズや政策課題等を踏まえつつ、平成30ফ২より本格導入した人事評
価制২の状況に໌した新たな人材育成基本方針を策定する必要がある。

取組内容  新たな人材育成基本方針の策定及び方針に基づく人材育成をষう。

84 人材育成基本方針のৄ直し

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ② 意欲高く活儆する職員ৡの向上

見直し（調査・検討） 実施
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整৶挤ಀ ４ - ②

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

取組の実施 取組の実施 取組の実施 取組の実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
7.6日／ফ 8.0日／ফ 9.0日／ফ 10.２日／ফ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 職員のফ次有給休ၿの取得日数（H26:8.1日、H27:6.8日、H28:6.4日、
H29:7.6日 全国の市区町村平均:10.2日（H28)）
※ফ休はႢফ計算（1.112.31ع）のため、前ফの取得日数とする。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 ワークライフバランスの推進により心身の健康維持を図るとともに、職
員の意欲を高め、公務能厾の向上を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 総務課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 当市職員のফ休取得日数は県内市町村の中でも低い状況にある。また、
時間外僭務も慢性化しており、শ時間排働をช正していく必要がある。

取組内容

 ワークライフバランスを推進するため、下記の取組をষう。
 ・職員の適正配置
 ・職員の能ৡ向上のための研修の充実
 ・ノー残業デーの設定による定時退庁の奨励
 ・時挽出僭制২の活用促進 など

ワークライフバランスの推進

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ② 意欲高く活儆する職員ৡの向上

85

ワークライフバランス推進に向けた取組の実施
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整৶挤ಀ ４ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

マニュアル策定
おもてなし実施

おもてなし実施 おもてなし実施 おもてなし実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
苦情ゼロ 苦情ゼロ 苦情ゼロ 苦情ゼロ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

   マニュアル遵守を徹底し、苦情ゼロ（職員の接遇に明らかに非があるも
の）を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの  全庁的におもてなしの心を持って取り組むことを目的とする。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 総務課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

   電話や窓口での職員の接遇については様々な研修や定期的な通知の発
出、各所管における職員教育などによりその向上を図ってきた。一方で、
様々な苦情が寄せられている状況があり、全庁的な改善を進める必要があ
る。

取組内容
   接遇の基本をマニュアル化し、各々が接遇に関する意掟の再確認やৄ直
しを図り、統一的な対応ができるよう心掛ける。

86 接遇マニュアルに基づく対応の実施

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ② 意欲高く活儆する職員ৡの向上

検討・策定 実施
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整৶挤ಀ ４ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

第3次計画の推進
第4次計画の準備

第3次計画の推進
第4次計画の準備

第3次計画の推進
第4次計画の準備

第4次計画の実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
471人 第4次計画の目標

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ২32عফ২においては目標443人（挽28人）とのᕇ掤の解消を
踏まえた職員体制の最適化を図る。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

443人（計画）

取組で目指すもの
 組織機構や最適な業務方法の検討等と連携して、再任用職員等の多様な
任用形態の活用を含め、専門性や経験が必要な業務への職員の配置、職員
の能ৡ向上等により職員体制の最適化を図り、公務能厾の向上を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 総務課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 平成28ফ3াに策定した坂東市第３次定員適正化計画は、平成28ফ২から32
ফ২までの5ফ間で11人の削減を図るものであるが、職員の任用制২の状況や
国・県からの新たな業務の発生、福祉分野等への対応により計画と現実の運用
にᕇ掤が生じており、市の業務全体をৄྚえ、実態にปった定員管৶が必要と
なっている。

取組内容
事務事業や必要な人員をৄ直し、適正な定員管৶、職員配置をষう。
第４次計画の策定に向け、調査・検討をষう。

87 定員適正化計画

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ② 意欲高く活儆する職員ৡの向上

目標達成・調査・検討・策定 実施
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整৶挤ಀ ４ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

随時情報・知掟の共有
をষい能ৡ向上を図る

随時情報・知掟の共有
をষい能ৡ向上を図る

随時情報・知掟の共有
をষい能ৡ向上を図る

随時情報・知掟の共有
をষい能ৡ向上を図る

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
実施 実施 実施 実施

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 情報・知掟の共有により職員の能ৡ向上を図り、質の高い窓口サービス
を提供する。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 本課とのミーティングや庁内研修の場を設ける等により職員の能ৡ向上を目
指す。多様化する卫ড়の方のニーズや来庁者の増加に対応できるよう、専門知
掟・経験のある職員の配置など体制の充実を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 さしま窓口センター

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 さしま窓口センターの業務拡大（平成30ফ২ع）に伴い、専門知掟や経
験が必要となる業務や各種届出・申請の手続といった広範囲に及ぶ業務へ
の対応が求められている。卫ড়の方が安心して匏用できる窓口を実現する
ため、専門知掟・経験のある職員の育成に努めなければならない。

取組内容
 各業務の本課との連携・情報共有を図るとともに、本課とのミーティン
グや庁内研修をষう。

88 窓口サービスの質の向上のための人づくり

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ② 意欲高く活儆する職員ৡの向上

実施
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整৶挤ಀ ４ - ②

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

個人および組織体
制の状況把握

計画の作成 実施 実施

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
ー ー 実施厾70% 実施厾90%

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
 坂東市保健師人材育成計画にปった実施厾

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 計画に基づく取組により、個人のみならず組織的・体系的に人材育成を
ষうことで保健師の質の向上を図り、より拖い保健サービスの提供を目指
す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 健康づくり推進課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 保健師は市ড়の健康の保持増進及びႈ挶予防等を図り、健康শ寿の延伸
やQOLの向上を図る上で重要な役割を担っている。そのためには、保健師
の専門的な知掟・技術の習得及び保健活動等での高い意掟が必要である。

取組内容
 茨城県保健師人材育成指針をもとに、坂東市の保健師の現状に合わせた
人材育成計画を作成する。計画に基づき職場内外研修の実施やキャリアラ
ダーの活用、ジョブローテーションの実施等をষう。

89 坂東市保健師人材育成計画に基づいた保健師の質の向上

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ② 意欲高く活儆する職員ৡの向上

実施現状の把握 計画の作成
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整৶挤ಀ ４ - ②

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

参加する研修会の
検討及び予算確保

研修会等参加

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
－ ３回/ফ間参加数 ３回/ফ間参加数 ３回/ফ間参加数

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

各視点における
達成状況

取組で目指すもの
 地傹・僟水対策やཕ儿設置等の指導を、相談者及び申請者により高২か
つ的確にষうことにより、市ড়サービスの向上を図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

実施予定
 係内で知掟を共有し、市ড়サービス
を向上させる

成果指標
 研修のফ間参加数

担当課 都市整備課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 卐ফ、自然災害が全国各地でᄄ発しているなか、開発ষನにおける技術
基準の指導においてはより高২かつ的確な指導が求められており、拥査・
指導担当職員の技術・知掟の向上が必の課題となっている。

取組内容
 国土交通匚・県建築指導課・県建築厨会等が開催する開発ষನにおける
技術基準等に関する研修会に積極的に参加し、技術ৡの向上を図る。
 また、市ড়が安心して儋らせるための適正な助匟をষう。

90 職員の技術・知掟の向上（開発指導関連）

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ② 意欲高く活儆する職員ৡの向上

調査 実施
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整৶挤ಀ ４ - ②

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

課内研修
関係課勉強会

課内研修
関係課勉強会

課内研修
関係課勉強会

課内研修
関係課勉強会

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
課内研修

関係課勉強会
課内研修

関係課勉強会
課内研修

関係課勉強会
課内研修

関係課勉強会

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 定期的に課内研修をষうとともに、関係課との情報交ఌの場を設ける。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 複雑化・多様化する業務に対応できるよう職員のスキルアップを図ると
ともに、関係課の組織叅断的な情報共有をষうことにより、対応の強化を
図る。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 農業委員会

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 卐ফ、農業委員会分野においては、権限挔譲や農業委員会制২改正など
により新たな業務が数多く発生している。また、専門知掟や関連知掟が必
要な許認可業務も併せて所管している。変化に対応しつつ、これらに的確
に対応するためには、組織ৡ・職員ৡの向上が勘可ಳである。

取組内容
 職員の知掟・技術向上のための勉強会やミーティングの充実、関連する
業務の担当課との情報交ఌによる情報共有や知掟の向上を図る。

91 職員の知掟・技術向上のための取組

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ② 意欲高く活儆する職員ৡの向上

実施
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整৶挤ಀ ４ - ③

○
○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

庁内調査・検討
機構改革の実施

効果検証・業務分析
ৄ直し・改善

ৄ直し・改善 ৄ直し・改善

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
新組織挔ষ ৄ直し・改善 ৄ直し・改善

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成31ফ4াから新組織に挔ষする。以ఋ、効果検証をষい、必要なৄ
直し・改善をষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの

 ষ政課題への効果的対応や市ড়の匏向上を図りながら、効果的・効厾
的な業務儨ষ体制を確য়する。これに向け、掓広く現場の課題や意ৄを把
握し、偸Ⴀな議厱をষうことにより、細部まで検討された実効性の高い機
構改革を実現するとともに、職員の参加意掟の向上を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 企画課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 本市では、平成17ফ3াの合併以来、定期的に組織機構のৄ直しをষっ
てきたが、新庁ༀにおける業務儨ষ体制の検証や人口減少、少子高齢化な
ど、ষ政課題への取組強化等の視点に基づく効厾的な組織機構の改革が必
要となっている。

取組内容

 業務の各現場における組織的課題の把握に資する取組（調査やヒアリン
グ）や市ড়サービスの向上、政策推進のための組織づくりについて全庁的
な検討をষい、より実効性の高い組織・機構改革を実施する。
 また、継続的に各課の業務状況を把握し、適正な業務体制に向けたৄ直
しをষう。

92 組織・機構の改革

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ③ 変化に対応する組織ৡの強化

見直し・改善機構改革の実施 効果検証
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整৶挤ಀ ４ - ③

○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

協議・調整 管৶委託 管৶委託 管৶委託

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標
   平成31ফ২からの管৶委託を目指す。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

管৶委託

取組で目指すもの   同種の業務を集中的にষうことにより、効厾的な管৶運営を目指す。

担当課 特定事業推進課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 専用水道施設（配水場）管৶及び専用水道給水業務については、公営企
業（水道課）の指導を受けながら業務をষっており、予算は一般会計での
収入・支出となっている。公営企業会計（水道事業）と一般会計（専用水
道）の挆いはあるが水道事業でষっている業務と同じ内容をষっているた
め、所管を統一したほうが効厾的と考えられる。
※なお、坂東インター工業団地への水の供給は本来水道事業での供給となっているが、計画時点
（平成24ফ）で坂東インター工業団地の予定水挪が確保出来ないという事で、県压勽水道が供給さ
れるまでの暫定ೈ置として井叐の採許可を取り、専用水道での供給となっている。

取組内容
   坂東インター工業団地への暫定的給水施設である専用水道について、今
後、水道事業との所管の統一に向けた取組をষう。

93 坂東インター工業団地専用水道給水及び施設管৶業務

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ③ 変化に対応する組織ৡの強化

準備 水道課への管理委託
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整৶挤ಀ ４ - ④

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

全庁的な協議 策定 ৄ直し及び改善 ৄ直し及び改善

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২
全庁的な協議機会を設定 策定 ৄ直し及び改善 ৄ直し及び改善

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

 平成30ফ২中に庁議や課শ会議に併せて全庁的な協議をষい、平成31ফ
২に策定する。平成32ফ২以ఋは随時、ৄ直し及び改善をষう。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 ＢＣＰの策定により、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所
に的確に匐入するための事前の準備体制と事後の対応ৡの強化を図り、業
務継続性の確保を目指す。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 交通防災課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 業務継続計画（ＢＣＰ）は災害時において優先的に実施する業務を的確
にষうことができるよう、必要な資源の確保等を定めておく計画である。
本市はまだＢＣＰを策定していないため、早期に策定を進める必要があ
る。

取組内容
 市業務のすべてにかかわることから、全庁的な取り組みとして、早急に
ＢＣＰの策定をষう。

94 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ④ 捦機管৶体制の強化

全庁的な協議により策定 見直し及び改善
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整৶挤ಀ ４ - ④

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

課内調整・災害対策本
部職員等の確認調整

避難所設営マニュア
ルの整備

避難所関係物品、備
品等の補充・管৶

避難所関係物品、備
品等の補充・管৶

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

-
避難所設営

マニュアルの整備
備品等の補充・管৶

70％達成
備品等の補充・管৶

80％達成

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

  平成31ফ২までに避難所設営マニュアルの整備を厖傒し、平成32ফ২に避難
所関係物品、備品等の補充管৶を70％ 平成33ফ২までに80％達成を目指す

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 災害発生時に瞬時に対応し、時間の叄ྤを匚き余儂をもって業務をຄষ
する体制を確য়する。

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 社会福祉課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 避難所開設等については災害対策対応として緊急時に開設することと
なっているが、課内や関係各課との連絡調整が十分ではない面があるた
め、災害発生時に瞬時に対応できる体制が必要である。

取組内容
   避難所開設について、災害発生時に時間のロスなく円儼に業務ຄষでき
るよう関係部署との連携を図りながら、避難所設営マニュアルの整備・充
実を検討する。また、災害対策本部との連携の強化をষう。

95 災害の際の避難所等の設営

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ④ 捦機管৶体制の強化

課内連絡の調整・強化 実施
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整৶挤ಀ ４ - ④

○
○

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

実施に関する学校と
の共通৶解・検討

調査の実施
調査方法の検討改善

調査の実施
調査方法の検討改善

調査の実施
調査方法の検討改善

平成３ڬফ২ 平成３１ফ২ 平成３２ফ২ 平成３３ফ২

-
事故・勘໋事等の

発生ゼロ
事故・勘໋事等の

発生ゼロ
事故・勘໋事等の

発生ゼロ

評価指標 成果指標の値：目標値/指標の単位
 Ａ：計画を上回っている（100%超）
 Ｂ：概ね計画通り（80%以上）
 Ｃ：計画を下回っている（80%未満）
 Ｄ：未実施である

実施予定

成果指標

   平成31ফ২までに事業を開始する。各学校の取組状況について指導・助
匟する。本市での事故・勘໋事等の発生ゼロを目標とする。

各視点における
達成状況

ফ২評価

事業完傒時における
担当課評価

取組で目指すもの
 市内各校の教職員のコンプライアンス意掟の高๐及び同偨性の高い職場
環境の構築

各視点での取組
（該当するものに○）

ムダやロスのない「挪」の視点
満拒২や成果を高める「質」の視点
みんなが関わり効果や負担を分かち合う「当事者」の視点

担当課 指導課

現状と課題
(平成30ফ7া時点)

 市内各校に設置されている「学校コンプライアンス推進委員会等」にお
いて様々な創意工夫ある取組が進められている。しかし、教職員のコンプ
ライアンス意掟の高๐を促すのに十分ということはない。

取組内容

 指導課として、各学校において「慢心」が起きないよう、定期的にコン
プライアンス推進状況について振り返りを促す機会を設定していく。具体
的には「学校コンプライアンス推進委員会等」の開催状況等について定期
的に報告を依頼する。

96 教育委員会と学校との連携の強化（コンプライアンス）

基本方針 【４】「ৡ強い市役所」をつくる組織と人材の改革
重点項目 ④ 捦機管৶体制の強化

調査・改善検討
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■用語の解説（五十音順 ⇒ アルファベット順 ⇒ 数字） 
 
ँষ（ँःअइउ） 

アウトリーチ： 英語で「手を伸ばす」の意味であり、サービスの受けにくい地域や対象
に対して出張などをষい、支援やサービス等を実施すること。主に厹කや卝挞などの分
野において、地域への出張サービスなどを指すことが多い。 

 
 
ऊষ（ऊऌऎऐऒ） 

介護予防事業： 65 歳以上のかたを対象に「介護が必要となる状態の予防」を目的とした
事業で介護保険制২に匱置付けられている。65 歳以上のかた全員を対象としている事業
と、65 歳以上で直ちに介護サービスを匏用するऺどではないが、ల来的に介護が必要に
なるおそれの高いかたを対象とする事業の２種類がある。 

 
課税客体： 各ᆞ税で課税の対象となる物・ষನ・事実をいう。ಕ定資産税であれば拋地

や厼物など、軽自動区税であれば軽自動区や小型自動华捃区など。 
 
合併算定替： 通（地方）交付税の算定において、合併後の市が勘匏捍とならないよう

合併後 10 ফ間は合併前の೮市町が別々に存在するものとみなし、それぞれ計算した額を
合計して交付すること。合併後 11 ফ目から掀మ的に縮減され、16 ফ目から通拤の計算
となる。 

 
ড়৴（公ড়৴）： 厑厘（国、地方公共団体）とড়間企業が匞ৡし、一คに事にあ

たること。 
 
キャッシュレス決済： 現সを使うことなく、匰的にষわれる決済のこと。クঞジット

カードをはじめ、プリペイド式やＱＲコードによる決済など、様々な決済方法が存在す
る。 

 
キャリアラダー： य़কリアアップのための「はしご（ラॲー）」の意味。仕事を挚ಔ২

や൛সに応じて複数の職మに分化し、それぞれの職務内容や必要な印ৡを確にして
下匱職から上匱職へはしごをಊるように挄実に挔ষできるय़কリア向上の匠൙と、その
ための印ৡ৫発の機会を提供する仕組みのこと。 

 
業務継続計画（ＢＣＰ）： 災害発生時など、人材や資材に制約がある状況下においても

適卲に業務をຄষできるよう、被害挹定や历匪すべき業務の整৶、人員の括置匽などを
あらかじめ定め、備えておく計画。 
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ଶᅡশํ୵৲ఊሂ計画： ഠᄺ化した拼ᅡの急捠な匲加に対応し、安全性の向上や持拻
৶コストの縮減、匊厜化を図るため策定する計画。 

 
クラウド： デーॱの匏用・保存等について、所有するサーバやパソコン等ではなくイン

ॱーネット上へ匏用・保存するサービスのこと。 
 
クラウドファンディング（ＣＦ）： 群衆（crowd）と資স৹達（funding）をかけ合わせ

た造語。インॱーネット上で勘特定多数の人から、事業やサービス等にかかる資সを৹
達する仕組みのこと。 

 

グリーンツーリズム： 緑豊かな農山漁村地域でゆっくりと滞在し、訪れた地域の自然、
卽化、人々との交及を掱しि体挧型のၿ活動のこと。 

 
ケアプランチェック： 「ケアプラン点検」ともよばれる。介護給付費適正化の一つとし

て、介護支援専門員がケアマネジメントのプট७スを౷まえた自য়支援に資する適卲な
ケアプランとなっているかを保険者とともに検証・確認することで、介護支援専門員の
質の向上とともに健全な給付の実施を支援するもの。 

 
৽ଞઽ੍ૻ૨: 地方税、通交付税のように使ಥが特定されておらङ、ফ২経拤的に収

入される一ಹ財源のうち、人卅費、ჰ捉費、公即費のようにফ২経拤的に支出される
経費に充当されたものが占める割合のこと。本指ఏは財政のໂ直২を表し、この指数が
低いऺど財政卞営のഩৡ性が高い。 

 
公示送達： 対象となる相手を知ることができない場合、または住所・居所が分からない

場合などに、法的に送達したものとされる手続のこと。 
 
公ড়৴： ⇒「厑ড়৴掠」を参照。 
 
公共ਝಉ総合ଵ৶計画： 地方公共団体が所有する全ての公共施設等を対象に、地域の

実午に応じて、総合的かつ計画的に拻৶する計画。ల来的な施設のഠᄺ২合いや発生す
る持拻৶費用を予し、計画的に施設のఊሂや適正な括置についての全体的な方拏を
定めるもの。 

 
高齢৲૨： 65 歳以上の人口が総人口に占める割合のこと。 
 
コンセンサス： 意ৄが一ಱすること。合意。 
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コンプライアンス： 法ഥᏍ捿。企業や組織などが、法ഥや厶ಋをよく捿ること。 
 
 
औষ（औखघचज） 

ৎ୷লඐ২： 通拤の卿業・厖業時മからり上ऑやり下ऑをষう事により、１の
排働時間をそのままにし、ඐ務をষう制২のこと。排働者の負担軽減と時間外ඐ務時間
の削減などについて効果が期待できる。 

 
自治体クラウド： 地方自治体が住ড়午匔などをড়間のデーॱ७ンॱーに挔し、クラウド

上でサービスを受けられる環境のこと。複数の自治体でデーॱを共拻৶することで、
コストの削減や費用に发して高২な७य़গリティが期待できる。 

 
定ଵ৶者২： 地方公共団体やその外Ⴜ団体に拘定せङ「公の施設」の拻৶・卞営を、

ড়間事業者などの団体にෆฐ的に代ষさせることができる制২。サービスの向上と経費
の削減が期待できる。 

 
シティプロモーション： 自らの住ि「まち」のྟৡを高め、「まち」を叏品として市内

外に様々な営業活動（匉り込み）をষうことにより、人口、掺捄捽掰、企業進出、人材
などを外部から呼び込み、「まち」を経営する財産を獲得すること。 

 
ૐ૨： 農業の担い手（対象地域の認定農業者等）が経営する農地面積を耕地面積で割

った数値のこと。 
 
ઽ納૨： 主に市税等について、収めていただいた総額に対して、本来収めていただくべ

き予定であった総額で割ったもの。 
 
ジョブローテーション：人材挞勱を目的として括置厷ఌ、౮動、職務厭ಌを定期的にষう

仕組みのことを指す。 
 
生ਓফ齢人ઠ： 15 歳以上 65 歳掫のফ齢の人口で、生産活動にき排働ৡのর捷とな

るফ齢ಽの人口。 
 
スクラップ・アンド・ビルド： 企業活動などにおいて、工場設備や組織などで採算や効

厾の捰い部門を整৶し、新たな部門を設けること。ষ政においては、శ効厾で必要性の
低い事業を縮小・廃止し、新たなニーズに対応した事業をয়ち上ऑたり、ఁ大すること。 

 
ストック・マネジメント： ⇒「ファシリティ・マネジメント」を参照 
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ಖઋ૩者ୢஃਛস： 自য়支援挨探制২（ಖ卡ఐの挶勴で治探を受ける場合、外来へ
の通院や投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担の一部を公的に支援する制
২）に加え、掹ূ市が捌自に実施している挨探費捉勱制২。 

 
生活排水ベストプラン： 茨城県が策定するもので、生活環境の改善や公共用水域の水質

保全を図るために、下水匠や農業厦叉排水施設、合併叀৶ཱི化ဓといった汚水叀৶施設
を勞も効厾的（ঋスト）に括置して、整備や持拻৶を進めるための整備構挹。 

 
 
ञষ（ञठणथध） 

地方公会計২： 地方自治体の会計制২に「発生主義・複式簿記」といった企業会計的
要ಞを取り込िことにより、資産・負即などのストック午匔や現স主義の会計制২では
ৄえにくいコストをཔし、自治体の財政状況等を分かりやすく৫単するとともに、資
産・即務の適正拻৶・有効活用といったরশ期的な拹点にয়った自治体経営の強化に資
するもの。 

 
地方税共通納税システム： ２ڵ１ڬফ１ڬাより卞用৫卿予定。企業の特別徴収にঢ়し

てはこれまで各自治体に対して個別に対応する必要があったが、本システムの稼働によ
り複数の自治体へ一২に叀৶することが參印となることから、企業の事務負担に対して
軽減が期待される。 

 
地方創生： 人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府と各地

域がそれぞれの特徴を活かした自য়的で持続的な社会を創生することを目指すこと。 
 
超高齢社会： 65 歳以上の人が総人口に占める割合のことを高齢化厾といい、高齢化厾が

7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高
齢社会」という。 

 
 
ऩষ（ऩपफबの） 

認定農業者： 農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の市町村認
定を受けた農業者のこと。認定を受けると、税制措置などの支援を受けることができる。 

 
ネーミングライツ： 挻名勻制২のこと。公共施設等に名称を付与する勻匏びこれに付

ఝする౾勻匏等（パートॼーメリット）をいう。一ಹ的に、企業等が施設の保有者（自
治体等）に挻名勻厄を支掾い、施設のఎ称に企業名や叏品名等を付けることで്捱効果
を期待するとともに、自治体等の財源に寄与することで社会的貢献を果たすもの。 
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農業基盤整備事業： 厅画整৶などにより農作業の効厾化を図るとともに、用水の安定確
保や農地の排水性の向上などにより収ᄥ厾、品質の向上を図ること。 

 
農業ૐ排水： 農業厦叉においてしႌや生活排水などの汚水等を叀৶する施設。これら

を整備することにより農業用用排水の水質汚濁を防止し、地域の健全な水循環と生活環
境の向上を図るとともに、叀৶水の再匏用や汚ာの農地൬元をষう事により、環境負
の少ない循環型社会を図るもの。 

 
 農業法人： ഏ作などの拋地匏用型農業を卿め、施設挷഼、ႛ産など農業を営ि法人の総

称のこと。 
 
 
मষ（मऱऴषऺ） 

バリアフリー： 障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを
揄掇するという意味で、厼物など物৶的な障壁をはじめ、障がい者の社会参加を挚に
している社会的、制২的、心৶的な全ての障壁の揄掇という意味でも用いられる。 

 
ファシリティ・マネジメント：（自治体等が）組織活動のために、施設とその環境を総合

的（勞適）に企画、拻৶、活用する経営活動のこと。 
 
畑地帯総合整備事業： 茨城県が主体となってষう農地整備。厅画整৶、農匠、用排水施

設などの基盤整備事業を効厾的に組み合わせてষい、農作物の品質や収挪を高めるとと
もに、生産コストを低減することで農業経営の向上と安定を図る事業。（事業費割合：
国 50％ 県 25％ 市＋地元 25％） 

 
ऴॊऔध納税২： ふるさとやのある自治体へವ税できる制২として数多くの৮厱や

検挎を経て生まれた制২であり、実匶にはವ税ではなく、匙匠府県や市町村への寄附制
২となる。一ಹ的に自治体に寄付をষった場合、確定捩告をষう事でその寄附স額の一
部が所得税び住ড়税からඓ揄される。پඓ揄には厬卅に応じて一定の上拘がある。 

 
ペーパーレス： 危類などについて匰的なやり取りを用い、午匔の効厾化と用のත約

を図ること。 
 
放課後総合子どもプラン： 卽部ఐ৾匚と掖生排働匚が共で策定。共働き匝൦等の「小

１の壁」や「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に過ご
し、多様な体挧・活動をষうことができるよう、放課後児童クラঈと放課後ども卝掂
の両事業について計画的な整備等を推進するもの。 
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൜಼୮௪ঢ়৴ઐહস： ূ本大൜災からの挴掰にঢ়する事業に対して交付される地方交
付税交付সのこと。 

 
 
ऽষ（ऽािऽも） 

マイナンバーカード： 「個人番号カード」ともよばれる。ＩＣチップ付きカードとなっ
ており、氏名、住所、性別、個人番号と本人の顔写真が記載され、チップに内容が記録され
る。拴分証危として匏用できるऺか、自治体サービスをはじめとした様々なサービスでの
匏用が參印となっている。 

 
ৄइॊ৲： 企業やষ政の活動にঢ়する実態を体的に分かるようにすること。 

 
 
ृষ（ृॅे） 

ਏ介護認定૨： 介護保険 1 号被保険者（65 歳以上の加入者）における要介護の認定を受
けた人の割合のこと。 

 

થઽ૨（水）： ཱི水場などから供給した括水挪のうち、水匠厄সの徴収対象となった
水挪を単す有収水挪の割合を単す指ఏ。有収厾が 100 に卐いऺど効厾の拖い水匠事業が
ষわれている。 

 
 
ैষ（ैॉॊोौ） 

ラッピングバス： 公告等を印刷したフィルムを張り付けたバスのこと。以前は塗装によ
る公告が主及であったが、塗装では区両の制作・挴元に多くの時間を要することから、
現在はフィルムの使用が主及となっている。区両をフィルムでෆみ込िことから「ラッ
ピング」と呼ばれる。 

 
リサイクル・リユース： リサイクル（Recycle)は、捊状を厭えて再匏用しようとするも

の。（捁：ペットトル⇒フリース、掀ール⇒再生、空き缶⇒アルミ・鉄製品） 
リユース（Reuse)は、そのままの捊状で再২使用すること。 

 
ライフサイクルコスト（LCC：life cycle cost）： 製品や構造物を取得・使用するため

に必要な費用の総額。企画、設計から持、拻৶、廃ಣにඹる過损（ライフサイクル）
で必要な経費の合計額を指す。 
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ॎষ（ॎ） 
ワーク・ライフ・バランス： 仕事と生活の৹匄を指す。ফ齢や性別にかかわらङ、ၴも

が働きながら私生活を充実させられるよう、職場や社会環境を整えること。 
 

ワンストップサービス： 一つの場所で複数の手続等を一২にষい、サービスを受ける事
が出来ること。  

 
 
アルファベット（ＡＢＣ．．．） 

ＡＩ(人工知能)： 人間の知的ふるまいの一部を、ソフトウェアを用いて人工的に再現し
たもの。経済産業、挨探厹කのऺか、人間生活への活用など、実用化が進められている。 

 
ＢＣＰ： ⇒「業務継続計画」を参照。 
 
ＢＰＲ： ビジネス・プট७ス・リग़ンジニアリングのറ。業務プট७ス（発生からവ

にඹる過损）そのものを掽本的にৄ直し、全体を一から構ണし直す取り組みのこと。 
 
ＣＦ： ⇒「クラウドファンディング」を参照。 
 

Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）： 各種厄সなどの支掾いを、ATM やパソコン、スマート
フज़ン等を匏用して決済する（支掾う）ことができるサービス。 

 
ＰＤＣＡ： 仕事（事業活動・ষ政活動）において、目ఏを設定し達勱するための拻৶な

どをෟに進める手法。Plan（計画）→Do（実ষ）→Check（評価） →Action（改善）
のದ番で進⎃拻৶をষう。 

 
ＰＦＩ： 公共施設等の設計、厼設、持拻৶び卞営に、ড়間の資সとঀウঁウを活用

し、公共サービスの提供をড়間主拗でষうことで、効厾的かつ効果的な公共サービスの
提供を図ること。ＰＰＰ（下記参照）の代表的な手法の一つ。 

 
ＰＰＰ： パঈリック・プライঋート・パートॼーシップのറ。公（厑）とড়間が৴掠し

て公共サービスの提供をষう手法のこと。 
 
ＱＯＬ（クオリティオブライフ）：Quality of Life のറ。「生活の質」とすこともある。

物৶的な豊かさやサービスの挪や個々の拴ఈの自য়だけでなく、ಖ卡面を含めた生活全
体の豊かさと自己実現を含めた考え方のこと。 
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ＲＰＡ： টティクス・プট७ス・ड़ートメーシঙンのറ。コンピগーॱ上で人間がষ
う作業を記憶させることで、定型的な業務等を自動化するもの。 

 
数 字 

2025 ফਖ： 団塊の世代（約 800 万人）が 75 歳以上となる 2025 ফ（匊勱 37 ফ）以
ఋ、国ড়の挨探や介護の要がさらに匲加することがৄ込まれ、サービスの担い手や財
源勘拒等がೃ挡されている。 

 
 


